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第４回福岡県地域エネルギー政策研究会 議事概要 

 

日時：平成２５年８月２０日（火） 

   １３：３０～１７：４５ 

場所：吉塚合同庁舎 ７階 特６会議室 

 

 

（１）座長挨拶 

（司会） 

それでは時間になりましたので、ただ今から「第４回福岡県地域エネルギー政策研究

会」をはじめさせていただきます。最初に、日下座長から一言ご挨拶をお願いいたしま

す。 

 

（座長） 

皆さん、こんにちは。座長の日下でございます。 

委員の皆様、そして、ご講演をいただく独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開

発機構、ＮＥＤＯの古川理事長、九州経済産業局 西電源開発調整官におかれましては、

ご多忙の中ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

  本研究会も、今回で４回目の開催となります。前回、第３回研究会から、個別のテー

マに関して具体的な議論を進めておりますが、本日の検討テーマは「再生可能エネルギ

ーの普及に向けた地方の役割と具体的な取組み」とさせていただいております。 

  本日の研究会では、まず再生可能エネルギーを始めとしたエネルギー・環境技術開発

で我が国を先導するＮＥＤＯの古川理事長から、「日本の新エネルギーとＮＥＤＯの取組

み」についてご講演いただくことになっています。 

  また、地元の九州経済産業局 西電源開発調整官からは「九州における再生可能エネル

ギーの普及動向」を、さらに九州電力 坂口委員からは「九州電力における再生可能エネ

ルギー導入拡大に向けた取組み」を、それぞれ情報提供いただくこととなっております。  

ご多忙の中、ご講演・情報提供をお引き受けいただきましたことに、感謝申し上げます。 

  再生可能エネルギーにつきましては、平成２４年７月の固定価格買取制度の施行以降、

その導入が急速に進みつつありますが、安定・安価で、環境にやさしいエネルギー供給

体制の構築に向け、再生可能エネルギーにどのような役割を担わせる必要があるか、ま

たそのための課題は何かを明らかにする必要があります。 

  本日の研究会においては、これらの議論に加え、再生可能エネルギーの普及のために

地方がどのような役割を果たしていくべきか、地方でどのような取組みを行っていくべ

きか、議論を深め、県への提言・報告に繋げていきたいと思います。 

  委員の皆様におかれましてはそれぞれの立場から積極的にご意見などいただき、忌憚

のない議論を交わしていきたいと考えております。 
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  本日も長時間にわたる研究会となりますが、よろしくお願いします。 

 

（司会） 

日下座長、どうもありがとうございました。 

議事に入ります前に、委員の交代につきまして、ご紹介をさせていただきます。 

  電源開発株式会社の笹津浩司委員に替わり、同社 技術開発部 若松研究所 所長 

中静靖直様にご就任いただいております。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、委員の代理出席につきましてご紹介させていただきます。 

  北九州市 副市長 梅本和秀委員の代理として、同市 環境局長 松岡俊和様にご出席い

ただいております。 

  新日鐵住金株式会社 執行役員兼八幡製鉄所所長 谷本進治委員の代理として、同社 八

幡製鉄所 設備部長 濵田一生様にご出席いただいております。 

  また、九州大学先導物質科学研究所 教授 兼 炭素資源国際教育研究センター長 林潤

一郎委員におかれましては、所要のため、ご欠席となっております。 

  なお、九州大学大学院 工学研究院 主幹教授 兼 次世代燃料電池産学連携研究センタ

ー長 佐々木一成委員におかれましては、所要のため、途中退席をされますので、予めご

了承ください。 

  同じく、福岡県 副知事 服部誠太郎委員につきましては、公務のため途中退席させて

いただきますので、予めご了承をお願いいたします。 

  おって、事務局の江口企画・地域振興部長につきましては、公務のため、欠席させて

いただいております。 

  また、河合企画・地域振興部次長につきましては、公務のため、途中退席をさせてい

ただきますので、予めご了承ください。 

  これ以降の進行は日下座長にお願いすることといたします。日下座長、よろしくお願

いします。 

 

（２）第３回研究会 議事要旨について 

（座長） 

  それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。 

  まず次第１ですが、前回の研究会のおさらいのため、「第３回研究会 議事要旨」を確

認したいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

（塩川室長） 

  事務局のエネルギー政策室長の塩川でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、お手元の資料１をご覧ください。第３回研究会における議事要旨を添付さ

せていただいております。 

  ６月２８日に開催しました第３回研究会においては、株式会社住環境研究所 中上英俊

会長からご講演をいただいた上で、九州電力 原委員代理、北九州市 梅本委員から情報
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提供をいただき、その後、需要サイド（家庭）においてエネルギーの効率的利用を促進

するために地方が担うべき役割と具体的な取組みについて討議を行いました。その要旨

を順次ご説明させていただきます。 

  まず研究会の冒頭では、小川知事の方から、今年の夏は国・電力事業者から数値目標

を伴う節電を求められてはいませんが、依然として厳しい電力需給状況が続いているこ

と、県民挙げて節電に取り組むため、今年も県民運動を実施しており、特に電力の検針

票を見てもらおうという運動を行っていること、このような取組みに加えて、家庭にお

けるエネルギーの効率的利用を促進するために、県としてどのような役割あるいは取組

みを行うべきか、委員の皆様には、積極的なご意見・ご提言をお願いしたいという旨の

ご挨拶をさせていただきました。 

  また、２ページ中ほどにございますが、日下座長からは、今回から４つの検討テーマ

に関して個別・具体の議論を進めていく、今回の研究会では家庭におけるエネルギーの

効率的利用の促進という、まさにタイムリーなテーマについて検討を行う、そして本日

も、委員・事務局全員で考えていくという精神の下、忌憚のない議論を交わしていきた

い、こういった旨のご挨拶をいただきました。 

  その後、「第２回研究会 議事要旨」について、内容を再確認した後、家庭におけるエ

ネルギー問題の第一人者である、株式会社 住環境計画研究所の中上英俊会長から、家庭

におけるエネルギーの需要構造と課題について、ご講演をいただきました。 

  講演では家庭用エネルギー消費の推移として、過去の経緯、４ページ以降にございま

すが、エネルギー価格や用途別のエネルギー消費量の推移などを詳しくご説明いただき

ました。 

  また、６ページになりますが、家庭用エネルギーの国際比較、家庭用エネルギー消費

の将来予測についても、データを交えながら詳細にご説明いただきました。 

  さらに、７ページ以降でございますが、省エネルギーへの期待として、まずは無駄な

エネルギー消費をカットすることが必要なこと、それから省エネルギー意識の重要性、

そして太陽熱利用への期待などをご提言いただきました。 

  これに対し、委員の方々からは、地中熱を利用したシステムの普及状況はどうか、あ

るいは、今回の講演のように、福岡でどのようなエネルギーが使われているのかデータ

があれば、深みのある議論ができるのではないか、さらには、暖房・給湯需要の多い欧

米は、エネファーム・エコーキュートの大きなマーケットになるのではないか、といっ

た質問・意見が出されました。 

  次に、１１ページからになりますが、九州電力原委員代理から、九州電力における電

力需要想定について情報提供をいただきました。その中では、電力需要想定の目的、平

成２５年度供給計画の概要をご説明いただくとともに、電力販売量の想定方法、最大電

力の想定方法についてのご説明をいただきました。 

  これに対し、委員からは、ヒートポンプエアコン、ＬＥＤ、電気自動車などの普及が、

家庭用電力需要にどの程度影響すると見込んでいるのかとの質問が出されましたが、九

州電力からは、現状においては飛躍的な変化をもたらすには至っていないと考えている
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という旨の回答をいただきました。 

  次に、１４ページ中ほどからになりますが、北九州市 梅本委員から、北九州スマート

コミュニティ創造事業について情報提供をいただきました。その中では、実証場所であ

る東田地区の概要、北九州スマートコミュニティ創造事業の概要、そしてスマートメー

ターの概要、ダイナミックプライシング実証の概要、城野（じょうの）やインドネシア・

スラバヤ市への事業展開など今後の展開等についてご説明いただきました。 

  これに対し、委員の皆様からは、インドネシアでの事業に日本から人を派遣するのか。

あるいは、一般市民の反応はどの程度あるのか。スマートメーターの価格はどの程度ま

で下がっているのか。ダイナミックプライシング実証でピーク時間帯以外も節電効果が

出ているのか。九州電力は事業に参加しているのか、などについて質問・意見が出され、

それに対し北九州市等からご回答をいただきました。 

  次に、家庭におけるエネルギーの効率的利用を促進するための県の取組みとして、事

務局の方から「ふくおか・省エネ節電県民運動（検針票を見てみよう！キャンペーン）」

の内容を説明させていただきました。 

  それから１８ページの下の方からになりますが、需要・家庭サイドにおいてエネルギ

ーの効率的利用を促進するために地方が担うべき役割と具体的な取組みについて、委員

間で討議を行いました。 

  委員の皆様からは、省エネルギーのためにはマインドセット、いわゆる心の持ち方が

重要であり、そのためには教育の充実が必要ではないか。あるいは、省エネルギーの機

械を単に入れるだけではなく、消費者・ユーザーがそれをどのように使うかが問題とい

うご指摘をいただきました。 

また、省エネルギーの一番のきっかけとなるのは危機感ではないか。省エネルギーを

継続させるためには、いわゆるお得感をずっと出していく、あるいは需要と供給を見え

る化して、省エネ意識を根付かせることが必要ではないか。さらには、県は需要家に近

いので、そこから取組みを進めるべきではないか。さらに、人と向き合えるところが地

方の一番の強みであり、それを踏まえたきめ細やかな地域なりの特徴ある取組みが必要

ではないか。それから、例えばＬＥＤ照明と県民運動を連動させ、特に主婦層に省エネ

への興味を持たせてはどうか。成功事例について情報発信を行っていくことで、他の人

を動かすことも必要ではないか、などのご意見が出されました。 

  最後に、２１ページになりますが、座長の総括コメントを、紙媒体により配布させて

いただいております。 

  以上でございますが、第３回研究会の議事要旨をご説明させていただきました。よろ

しくお願いいたします。 

 

（座長） 

  議事要旨につきまして、説明がありました。ここまでの説明に対しご質問、ご意見が

あればお願いします。質問も無いようですので、次第２に移ります。 
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（３）【講演】日本の新エネルギーとＮＥＤＯの取組み 

（座長） 

質問もないようですので、次第の２に移ります。 

本研究会における主な検討テーマの一つである「再生可能エネルギーの普及に向けた

地方の役割と普及促進策」に関する議論の基礎とするため、独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構、ＮＥＤＯの古川一夫理事長に、日本の新エネルギーとＮＥＤＯ

の取組みについてご講演いただきます。 

ご承知のとおり、ＮＥＤＯは、エネルギー・環境技術や産業技術に関する様々な問題

を解決するため、技術開発・実証事業・制度整備などを一体的に推進する独立行政法人

です。日本のみならず。世界各国とも協力関係を構築しながら、様々な事業も展開され

ており、我が国におけるエネルギー問題解決の先導役の組織であります。 

この福岡でも、九州大学などと協力して、世界最先端の水素エネルギー・燃料電池研

究に取り組まれております。また、本年６月からは、北九州市沖において、着床式洋上

風力発電の実証研究も開始されたと伺っております。 

本日は、日本や世界における再生可能エネルギーの導入状況や、大量導入のための課

題、さらにはその解決に向けた取組みなど、議論の基礎となる様々な情報をご教示いた

だくこととなっております。古川理事長、よろしくお願いいたします。 

 

（古川理事長） 

ただいまご紹介いただきましたＮＥＤＯの古川でございます。 

本日は、この福岡県地域エネルギー政策研究会という専門家の方がお集まりの研究会

にお呼びいただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろより、福岡県

の皆様方、市の皆様方、また大学関連の皆様方に、エネルギー・環境関連でお世話にな

っているということを、この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。 

今日は、日本の新エネルギーとＮＥＤＯの役割についてお話させていただきたきます

が、全体のテーマが、地方の役割と具体的な取り組みということでございます。ただい

まＮＥＤＯが取り組んでおります新エネルギーの現状と課題、今後の進め方をお話しす

ることによって、少しでも参考になればと思っております。 

まず、ＮＥＤＯとはなんぞや、ということでございます。先ほど、座長からのご紹介

がございましたけれども、もう少し、何をやっているかご説明したいと思います。 

私どもは、経済産業省管轄下の独立行政法人でございまして、大きくミッションが２

つございます。１つはエネルギー・地球環境問題の解決、２番目は我が国の産業競争力

の強化、この２つでございます。 

そして、経済産業省の政策をいかに実現するかということミッションになるわけでご

ざいます。産官学の英知を結集いたしまして、産業界・大学等が持っている色々な技術

的なシーズをナショナルプロジェクトとして推進し、イノベーションを実現していくと

いうことが主な役割でございます。約８００名で、予算としては年度１２００億円強の

予算をいただいて進めているわけでございます。 
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私どもの沿革について。１９７０年代の石油危機を契機として、この間にサンシャイ

ン計画の開始などもあったわけですが、やはり組織としてきちっと新エネルギーに取り

組もうということで１９８０年に設立されました。それ以降、太陽光・風力・バイオマ

スという、いわゆる再生可能エネルギーに取り組み、加えて燃料電池や水素の取組みも

やってまいりました。また、京都議定書の義務を遂行するという意味で、政府から任さ

れて排出権の購入などをやってまいりまして、最近はスマートコミュニティなどにも取

り組んでいるわけでございます。 

新エネルギーと一口に言いますけれども、再生可能エネルギーと何が違うのと。定義

の問題ですが、はっきりさせた方がいいかなと思います。再生可能エネルギーというの

は、文字どおり再生できるということ。従いまして、太陽光・バイオマス・風力・海洋

エネルギー・地熱などが、いわゆる再生可能エネルギーといわれるものでございます。 

燃料電池とか水素、これも非常に近いですが、都市ガス等から水素が取り出されると

かいうこともあって、必ずしも再生可能エネルギーの対象とはなっていない。 

しかしながら、そういう固いことを言わなくてですね、新エネルギーでくくろうでは

ないかと。と申しますのは、水素は、太陽光からも、風力からも製造することができる

わけです。そして、この水素の輸送、貯蔵が非常に重要な役割をするので、再生可能エ

ネルギーと切っても切れない関係があります。 

ＮＥＤＯは、３０年間様々な取組みをやってきたわけでございますが、本日は３つご

紹介したいと思います。 

１つが世界のトップレベルにある太陽光発電への取組みでございます。九州という視

点で少し申し上げますと、昭和シェルさんが作られたソーラーフロンティアという会社

が、宮崎に年産９００ＭＷの太陽電池工場を建設されていますが、ＮＥＤＯが開発した

非常に効率の高い電池であるＣＩＳ系の薄膜を採用されています。 

また、２つ目で取り上げているのが、前回少し議論があったようですが、エネファー

ムでございます。世界初の商用化を目指しまして、ＮＥＤＯにおいて長年研究開発、普

及の推進を担当してまいりました。この成果が結実し、２００９年に商品機として販売

が開始されました。２０１３年５月現在では、５万９千台の販売実績を記録しています。 

また、先日の再興戦略においては、２０３０年に５３０万台というターゲットも示さ

れておりますので、成長戦略のひとつとして期待されています。この開発においては、

九州大学をはじめ、九州の皆様方に大変お世話になりました。ありがとうございました。 

取組みの３つ目でございますけれど、これはＮＥＤＯの知見を社会への還元です。例

えば、メガソーラーの導入の手引書とか、風力発電のガイドラインを公開させていただ

いています。また、日本各地の日照量・風況とかバイオマスのデータも公開させていた

だいています。１１年の４月１９日から１３年の３月までの２年間で１６万件というア

クセスをいただいておりまして、皆様方に使っていただいていると自負しております。 

さて以上が、簡単なＮＥＤＯのご紹介でございましたけれど、続きまして、新エネル

ギーを巡る状況ということをお話したいと思います。 

まず、再生可能エネルギーの可能性です。何事も、原理的にどこまでいくのかという
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ことが一番重要で、それから現実的にどうするのかがポイントです。ここでは、ここま

でいくんだろうなあ、という視点で書いてございます。 

この黄色いところの右下にあるのが、全世界のエネルギー消費量です。これを１とす

ると、太陽光の可能性はこの１８００倍のエネルギー能力を持つと。風力に関しては、

現在のエネルギー消費の２００倍、バイオマスが２０倍、地熱が１０倍、海洋は２倍、

水力は１倍ということで、太陽光・風力・バイオマスをいかに使うかが、我々人類にと

って極めて重要な課題であることを改めて示しています。 

現在のエネルギー種別ごとの温暖化ガス排出状況ですが、火力というくくりで石油

等々のＣＯ２排出量は高いわけです。もちろん再生可能エネルギーも、その製造段階に

おいてＣＯ２排出量はゼロではありませんが、相対的にかなり低いことをご理解いただ

けるのではないかと思います。従いまして、エネルギーセキュリティーの観点だけでな

く、環境特性の優れたクリーンなエネルギーといえるということです。 

再生可能エネルギーの導入状況と展望を示した絵です。２０１２年度で１．６％と非

常に低いレベルで、水力と合せても１０％といったところです。 

政府もいろいろな施策で普及を目指してきたわけです。９０年代は、補助金、税制の

控除、それからＲＰＳ（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）

と呼ばれる電力会社さんへの再生可能エネルギーの利用の義務付けを行って、２００９

年から余剰電力の買取りをやってきて、昨年７月からいわゆる固定価格買取制度、

feed-in tariff と呼ばれていますが、全国的に導入したのが過去の政策でございます。 

具体的な固定価格制度の中身については、例えば１０ｋＷ以上の太陽光は約３８円で

２０年間、２０ｋＷ以上の陸上風力は２３円で２０年間買い取るというように、各再生

可能エネルギーに対して優遇価格を設定したわけです。 

固定価格制度の導入によって、２０１１年度末 ２,０００万ｋＷだった設備容量が、

２０１２年２月末には２，１６６万ｋＷと、８％増加しています。太陽光については、

５３０万ｋＷが６８５万ｋＷと大きな伸びを示している。この５３０万ｋＷに達するま

でに２０年以上かかっているわけなので、この１年間の１５６万ｋＷの伸びが非常に大

きいというのがわかると思います。また、風力とかバイオマス・地熱等々に関しては、

まだまだ課題が多く、環境アセスメントや手続等の改善が現在急務になっています。 

ＦＩＴ導入から１年が経ちました。先ほどの数字は既に稼動している設備のものでし

たが、認定済みで未稼動の設備が１４年から１５年度くらいまでに稼動するとすれば、

現在の約６００万ｋＷが約１，８００万ｋＷに達します。５年前の導入目標が、「２０２

０年度に１，４００万ｋＷ」だったことを考えれば、５年以上早く達成できるわけです。 

さて、新エネルギーの大量導入のための課題を３つ挙げたいと思います。コストの問

題、適地が限られているということ、３つめが系統連系の問題です。 

まず、コストの問題について。これは太陽光・風力・小水力・バイオマス・地熱、そ

れからＬＮＧ火力の比較でございます。ＬＮＧは、１ｋＷｈあたり１０円以下、７円、

８円程度といわれています。太陽光は３０数円から４０数円、風力は１０円から２０数

円、小水力も１０円から３０数円と、バイオマスも若干高い、地熱も１０数円から２０
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数円ということで、まだまだ主力のＬＮＧ火力、または石炭・原子力などとくらべて割

高です。新エネルギーの大量導入のためには、さらなるコスト低減が不可欠です。 

次に、利用者の方々に負担していただいている再生可能エネルギーの賦課金は、２０

１２年は、ｋＷｈあたり０．２９円、１３年度は０．４０円ということで、標準家庭の

負担水準から見ると、それぞれ８７円、１２０円ということになります。この１２０円

というのは、通常の電気料金の約２％に相当するわけで、賦課金をいかに抑えていくか

ということが急務です。ご承知のように、ドイツ等では非常に高い賦課金が大きな課題

になっていて、ドイツでは、２０１２年に１０ユーロだったのが、今は１５ユーロと、

電気料金の１９％を占めるに至っています。日本としても、そういう高い賦課金になら

ないように、我々もコストダウンに加速して取り組んでいく必要があります。 

それから２つ目は、限られたポテンシャル、適用範囲を広げないといけないというこ

とです。日本の太陽光パネルを設置可能な一戸建ては、全体の一戸建て２，７００万戸

の半分以下、１，２００万戸といわれています。現在、このうちの約１割１２０万戸に

太陽光パネルが導入済みで、これをどこまで広げていくかが課題となります。１，２０

０万戸全てに太陽光パネルを設置したとしても、平均４ｋＷとすると４，８００万ｋＷ

で６，０００万ｋＷには及ばない。６，０００万ｋＷとは何かというと、昨年度政府が

掲げた革新的エネルギー環境戦略、当時は民主党政権だったのでこの内容も見直しには

なっていますが、まずはこれをベースの数値として、昨年度のターゲットは６，０００

万ｋＷでした。従いまして、全部入れたとしても、これに１，２００万ｋＷ及ばず、ど

うやってポテンシャルを広げるかが大きな課題です。 

次に系統接続の問題です。ご承知のように、太陽光も風力も非常に気ままなエネルギ

ーです。電力系統を流れている従来のエネルギーはほぼコントロールされた状態でした

が、自然現象で気ままなものをどのように入れていくかが、非常に大きなポイントです。

先行するヨーロッパでもたいへんな課題になっているわけで、日本としても慎重に対応

していかなければならないと思っています。 

また、現在よく言われていますが、太陽光の導入について、九州も当然地域柄多くて

しかるべきですが、北海道とか茨城とか特異な点がでてきています。電力ネットは、こ

れを前提にしていないので、どうやって系統を安定化していくかも課題になっています。 

３つ課題を提示いたしました。もちろん、他の課題もあるわけでございますが、大き

な課題としては今の３つだと思っています。これに対してどういう取組みを行っていく

かが次のお話でございます。 

私どもＮＥＤＯは、新エネルギーの技術開発に関する４大方針を立てています。 

まず１つ目は、大量導入に伴う技術課題を克服していくということです。どんな問題

も克服するという決意でやっているわけでございます。 

２つ目は、革新的なエネルギー技術の開発を行うということです。これは従来の延長

ではなく、イノベーティブなエネルギー技術の開発を行っていかないといけない。 

それから３つ目。今のような実用化段階の技術に関しては、技術開発のみならず、標

準化とか規制の適正化等、成果普及に関する幅広い取組みを行って、新しい技術の社会
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実装を確実に図っていくということがございます。 

４つ目です。我が国の新エネルギー技術の海外展開を積極的に後押しするということ

で、諸外国の関係機関との間で戦略的な提携関係を構築し、実証事業・共同研究・情報

交換等、多様なツールを活用して支援する。このような４つの基本方針がございます。 

今年６月に閣議決定された日本再興戦略も、私どもＮＥＤＯの方針と一致した内容で、

再生可能エネルギーの徹底活用を図ること、再生可能エネルギーの発電率の向上、燃料

電池を加速的に導入し２０３０年度に５３０万台を入れるということ、それから２０１

５年の燃料電池の市場投入に向けて燃料電池自動車や水素インフラに係る規制を見直し

ていくこと、微生物やバイオマスによるエネルギー資源生産技術の開発・普及を目指す

ことなどが掲げられています。このように再興戦略とも合致しているわけです。これを

実現するために、私どもが取り組んでいることを簡単にご説明したいと思います。 

まず、コストを下げるということ。太陽光発電に関しては、色々技術開発を行ってお

りますがまだまだ高いので、システムとして下げていきたいと考えております。そして、

このスケールからははみ出しますが、２０３０年度には従来の基幹電源と同等以下のコ

ストを確実に実現するということでやっています。 

また、風力発電のコストダウンのためには、なんといっても大型化がポイントです。

現在はだいたい２ＭＷ以下の風車が陸上でも海上でも設置されていが、７ＭＷ級の超大

型風車を開発中です。７ＭＷ級は、直径が１６０ｍということで、エアバスのＡ３８０

がだいたいこんな大きさなので、７ＭＷ級の風車の大きさがわかるかと思います。また、

駆動部に関しては、従来とまったく違う方式を採用しています。 

次に立地制約の解消です。太陽光発電に関しては、まず建物の側面とかベランダとか、

もっともっと活用できるよねということで、適用可能なシステムを開発する。農業関係

では、需要が非常に高いビニールハウス等々に適用ができるような形を開発する。また、

現在、傾斜地への設置というのは困難ですが、ここでも使えるようなもの。他には、水

上で、川とか湖の上で使うものもあります。また、移動体、車とか電車とかですね。船

舶も含めて。このようなところで使えるような素材並びにシステムを開発しています。 

また、地熱発電に関しては、九州も非常に適地が多いわけですが、従来、国立公園・

国定公園での色々な規制がございました。環境省が見直しを行っていますが、私どもと

しては、とにかく技術開発でそれを乗り越えようということで、小型化や効率化に取組

んでいます。温泉の熱も、大部分は源泉を冷やして適温にし、他の熱は捨てているとい

う状況でしたが、これをどうにか発電に使えないかと併せてやっています。 

３番目の問題に対応して、不安定な電力をどうやって安定化するかということです。 

一つは、風力発電等の出力を高精度な予測するシステムを開発し、急激な変動を回避

するということでございます。 

もう一つは、資料には書いていませんが、所謂スマートグリッド、スマートコミュニ

ティです。ＩＴ技術を駆使して、急激な変動をさらに抑える。また、周辺の電力ネット

ワークとの安定性を保つことも含めて開発を行っています。 

また、地域資源を活用しようじゃないかということで、地域の特性に応じたバイオマ
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ス技術を開発して、地域循環型の再生可能エネルギーのシステムを構築するということ

がございます。これは、北海道七飯町での牛糞尿、食品生ごみからのバイオガス製造実

証プラントということで、エネコープさんの取り組み事例です。また、山梨県の間伐材

を用いたバイオガス化発電があります。地域に即したバイオマスエネルギーをいかに活

用するかという視点で、個別ケースでやらせていただいております。 

また、革新的な技術に挑むということで、例えば有機系太陽電池で高付加価値の製品

を開発して、新たなビジネス創出を後押ししています。これはデザインソーラーランタ

ンと呼んでいるのですが、デザイン性に優れた太陽電池です。右の方は、発電するサン

シェードで、所謂シェードで発電ができます。 

さらに、ミドリムシ等を用いた全く新しい燃料製造技術を開発し、利用拡大を推進し

ています。特にバイオジェット燃料の開発をターゲットにしています。 

それから社会の仕組みを作るというも非常に重要です。もちろん太陽光重要ですが、

水素社会をどう迎えるかを念頭にしてやっております。水素インフラをどう構築するか

というところで、水素ステーション設置の規制の適正化などにも取り組んでいます。 

また、洋上風力発電に関しては、陸上より好条件ですが、設置に必要なデータがない

ということで、私どもは昨年銚子沖と今年度福岡県北九州市沖に２ＭＷ級の洋上風力を

設置させていただきました。北九州沖合いは電源開発さんが運転されています。洋上風

力を設置し、運転することによって色々なデータを整備して、ガイドラインを作り、洋

上風力を促進していきたいということです。 

このような社会や市場に受け入れられる仕組み作りを、それぞれの新エネルギーに対

応してやっております。 

また、科学の知見で切り拓くということです。電池というのはメカニズムがわかって

いるようで、よくわかっていないところが多いんですが、そこに先端科学のメスを入れ

ようではないか、ということでやっております。 

特に九州大学さんにお世話になっておりますのは、九大・産総研水素材料先端科学研

究センターにおいて、燃料電池も含めた水素の科学的な解明を行っていただいています。 

右側は、ＳＰｒｉｎｇ－８、兵庫県にあるビームラインですが、これを使って、燃料

電池や他の電池の性能・動作原理の確認を行っています。それから茨城県にございます

Ｊ－ＰＡＲＣでも、各ビームラインの特性を活かして解析を行っているところです。 

それから私共が行っておりますのは世界と組むということです。従来日本は、日本の

中でいろいろな産業を興して海外へ持っていくような感じが多かったわけですが、なか

なかそれでは世界に勝てないので、最初から世界と組むと。そのための仕掛けをＮＥＤ

Ｏが積極的にやっています。例えば左にあるのはインドネシアのバイオエタノールの製

造実証プラントです。日本のメーカーがベースとなって、現地の方を含めて一緒にやっ

ています。また、ＩＲＥＮＡキャパビルという再生可能エネルギーで幅広いネットワー

クを持った組織と連携して、新興国の技術者の教育、支援をやっています。 

それから水素に関する世界的なパートナーシップの話です。ＩＰＨＥ（国際水素・燃

料電池パートナーシップ）という組織があります。１０年以上前からある組織ですが、
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座長の日下先生が、資源エネルギー庁の長官でいらした時に日本も参加したパートナー

シップです。苦節十年、いよいよこのパートナーシップの議長を日本がとれるようにな

りました。私も四十年企業にいまして、こういう国際的なパートナーシップの議長を取

るというのはほとんどないんです。１０年間で議長をとるのは本当にすごいということ。

私はずっと水素をやってきたわけではありませんが、本当にすごいことだなと思ってお

ります。 

この議長の特権として会議をどこでやるか、いつやるかということを議長の権限で決

めることができます。実は今日来ておりますＮＥＤＯの新エネルギー部長の橋本がＩＰ

ＨＥの議長を担当させていただくことになりました。 

議長になると、総会をいつやるか、どこでやるかを決める権限があるのですが、「いつ

やりますかね」という相談を受けたものですから、「そりゃ今でしょ」、「何処でやりまし

ょうか」と聞くものですから、「当然福岡でしょ」ということになりまして、ここに書い

てありますが１１月２０日にヒルトン福岡シーホークホテルで開催いたしますので、是

非、日程表に「１１月２０日 ヒルトン福岡シーホークホテル」と書いていただきたいと

思います。 

福岡が選ばれることになった伏線は、平成２２年５月に福岡県の「水素エネルギー戦

略会議」が、ＩＰＨＥの「優秀リーダーシップ賞」を受賞したんです。「福岡は水素の先

進都市である」、これに関しては誰も異議をはさむことはできないということで、総会の

福岡での開催は満場一致で決まりました。先日小川知事を訪問してご了解いただいたと

ころです。ここにあるのが議長だけが使うことができる金槌です。是非、１１月２０日

に橋本が金槌を打つところを見に来てもらいたいと思います。 

それから私共の役割として中小・中堅、ベンチャーの支援がございます。再生可能エ

ネルギーには、関係する新しい機器とか部品製造システムなどがたくさんあります。先

進県福岡ならではの取組みではないかと思いますが、福岡市のシステム・ジェイディー

さんや、阪和電子さんの電池アレイテスターと、糸島市の明和製作所さんと九州大学さ

んがやられた小型充電システムという優れた技術がございます。新エネルギー・再生可

能エネルギーというのは非常に新しいテクノロジーでして、しかも極めて大きな投資は

必要ないので、アイデア一つで中堅・中小企業の方も一気に大きくなれます。 

私どもが再生可能エネルギー、環境保全を３０年やってきた経験を、今後それをどう

やって社会に還元するかということで、一つは「再生可能エネルギー技術白書」を作ら

せていただいていますが、震災を経まして、色々なエネルギーの環境も変わりました。

現在、全面的な見直しを行っていまして、第二弾を秋頃発行予定です。これはＷＥＢで

もご覧いただけますので是非、ご覧いただけたらと思います。 

また、先ほど申し上げましたが、「日射量のデータベース」「局所風況マップ」「バイオ

マスの賦存量マップ」などの成果を発表して、事業を始めようとする方々のサポートを

させていただいています。これらはＷＥＢでもアクセス可能なので、是非ご利用いただ

きたいと思います。 

また、それ以外のエネルギーに対する取組みも色々やっています。福岡県関連では、
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北九州市日明浄化センターでの水処理、所謂ウォータープラザ北九州。日本は膜の技術

は非常に得意であり、それを用いた水循環プロジェクトには海外からもたくさん見学に

いらっしゃっているということで、大変ありがたく思っています。 

また、次世代の石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）ですが、これは電源開発さんの若松

の研究所のパイロット試験設備、所謂イーグル(ＥＡＧＬＥ)とよばれる設備です。この

石炭ガス化に関してもＮＥＤＯが長年取り組んできたもので、ようやく商業化に近いも

のができてまいりました。エネルギーセキュリティ確保だけではなくて、石炭をいかに

活用するか、いかに電源のベストミックスを図るかという意味でも重要だと考えていま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

最後に地域エネルギー政策の重要なポイントということで書かせていただいておりま

す。やはり地域のエネルギーというのは地産・地消ができるということ、分散エネルギ

ーとしての可能性があり、地域の特性に応じた開発が可能です。これまで申し上げてき

たとおり、福岡県・九州地方は非常にアグレッシブに取り組んでいただいているところ

ですが、従来「シリコンアイランド」という呼ばれ方もしましたし、「カーアイランド」

と呼ばれ方もありましたが、次は「新エネアイランド」、「スマートエネルギーアイラン

ド」ということで、是非新しいエネルギー産業を興していただきたいと思います。 

続いて、導入拡大による雇用創出・地域経済の活性ということで、ＰＶ（太陽光発電）

導入費用の施行工事代とありますが、パネルが高い安いとかの議論はありますが、シス

テムとして構築した時に費用の半分は工事とか台座が占めるんですね。もちろんパネル

の問題もありますが、施工などを含めて地域経済の発展に寄与するんではないかと思い

ます。 

それから、地域の産学官研究開発リソースの有効活用ということで、北九州市の学術

研究都市、九大水素センターについては、九州の非常にアグレッシブな方々のお世話に

なることが多いのですが、これからもよろしくお願いしたいと思います。九州、特に福

岡はアジアに近いということもありまして、アジアへのモデルケースになると考えてい

ます。 

最後になりますが、ＮＥＤＯといたしましては、まだまだ多数の課題があり、もっと

もっと力を入れていかなければならないと考えています。技術開発だけではなく規制緩

和などの観点から、ビジネスを見定めて、技術的課題を解決していきたいと考えていま

す。また、産学官連携により、日本の技術を世界に展開していくということでは、イン

フラ輸出は苦戦しているところですが、事業の最初の段階から海外で行い、産学官で連

携することで道は開けると私は思っておりまして、こうした視点からも九州また福岡県

の皆様方のご支援をお願いしたいと思います。以上です。本日はありがとうございまし

た。 

 

（座長） 

古川理事長ありがとうございました。福岡の先端的取組みの紹介を含め、地域とのつ

ながりのキーワードとして、「立地制約」、「地域資源の活用」、「社会の仕組みを作る」、
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「地域雇用」、「地域の研究開発リソース」、「データべ―スの活用」、「中小ベンチャー支

援」、「アジアへの繋がり」、「新エネアイランド」、直接私ども福岡の取組みに対するヒン

トもあったのではないかと思います。 

せっかくの機会ですので、是非、委員の皆様にご質問いただきたいと思います。 

○○委員どうぞ。 

 

（委員）  

九州大学の取組みもご紹介いただきまして、ありがとうございます。ＮＥＤＯ様から

は長年にわたり多大なご支援をいただいておりまして、心より感謝申し上げます。 

質問というわけではございませんが、研究の現場にいる立場からいくつか発言させてい

ただければと思います。 

この年表を見させていただいて改めて思いましたが、ちょうど９０年代にヨーロッパ

に１０年間いましたが、ヨーロッパの人からよく言われるのが、「日本はほんとに毎年着

実にエネルギーに対してきっちり支援して取り組んでいる」、「それがヨーロッパにはな

かなかない」といつも羨ましく思われていたことを思い出しました。 

最近は同業者の燃料電池・水素の分野の海外の人とお会いする機会が多いんですが、

ヨーロッパに関しては着実にエネルギーに関して研究支援をしているんですが、アメリ

カの方は政権の移行とかあって、毎年予算すらもなかなか決まらないという状況にあり

ます。それに対して、ＮＥＤＯが毎年方針を決めてきっちりとぶれずにやっているとい

うところが日本のエネルギー研究の最大の強みだと思いますので、引き続きこの分野を

けん引していただければと思っています。では、３点だけコメントさせていただきます。 

今日の課題の中では地域の取組みというのが当然一番メインになると思います。ＮＥ

ＤＯが主導で、例えばＨＹＤＲＯＧＥＮＩＵＳ（水素材料先端科学研究センター）のよ

うな「拠点」をきっちりと作っていただいて、それぞれの地域で技術開発を今までけん

引してきたのではないかと思います。 

これらの拠点は、もちろん技術開発のためにまず作られたのですが、これだけエネル

ギーが社会全体で重要になってくると、この「拠点」は地域のハブになるべきであり、

例えば、地域のベンチャー企業を育てるハブにもなれると思いますし、海外との連携の

ハブにもなれます。技術開発だけではなく、ＮＥＤＯがこれまで作ってこられた、支え

られてきた「拠点」というのはもっと色んな所でエネルギーで活躍できるのではないか

と思いました。 

また、この「拠点」には国内外で活躍できる人を育てるという機能があってもいいの

かなと思いますので、そういう視点でも中長期的にしっかりと支えていただければと改

めて思いました。 

二つ目ですが、資料では燃料電池・水素だけが新エネルギーに入ってますが、再生エ

ネルギーに入っていないということでした。日本ではそうなのですが、ヨーロッパとか

ですと、再生可能エネルギーのグループの中に位置づけられています。 

というのは、燃料電池の逆作動が水電解ですので、再生可能エネルギーの導入が進んだ
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ヨーロッパが直面している「エネルギーの大量貯蔵」に有効となります。ヨーロッパで

は「水電解を利用したエネルギー貯蔵としての水素・燃料電池」というプロジェクトも

けっこうあって、水素・燃料電池が活躍できる分野でもございますので、ＮＥＤＯさん

の方でも、この問題への取組みをもう少し進めていただければいいのかなと思います。 

最後に、燃料電池の研究分野からするとエネフｧームがこれだけ出てきたということは、

世界に対して胸を張れることだと思っています。ただし、少し再生可能エネルギーから

は離れますが、業務用の燃料電池はむしろ海外の方が頑張っています。今回、ブルーエ

ナジーさんが１００ＫＷ、２００ＫＷの燃料電池を作って日本に入ってきますが、果た

して、日本がこれに対しどこまでできるかというと、少し難しいかなと思います。家庭

用では成功は当然したと思いますが、これから業務用・産業用の中で燃料電池・水素を

どう生かしていくかもう少し考えるべきではないかと個人的には思います。 

質問になってなかったんですが、僭越ながら発言させていただきました。 

 

（古川理事長） 

 ありがとうございます。 

 まず、一番最初の長期的な視点で取り組むということですが、私も民間に４０年いま

してＮＥＤＯに来てからまだ２年経たないんですけれども、やっぱりＮＥＤＯは長期的

な取組みができるのではないかと思います。民間ですと３か月ごとに滑って転んで滑っ

て転んでやりますけれど、もちろんＮＥＤＯも短期的な意識ももたないといけませんが

やはり国家的な視点で５年１０年の計で物事を考えるということは極めて重要じゃない

かと思います。 

そのあと、３点ございました。 

 「拠点」をもうちょっと活用すべきではないかというお話しですが、確かに、燃料電

池ですと九州大学とか、蓄電池ですと京都大学とか、新しい拠点を中心に国内の大学や

企業、海外からも集まっていただいて、協調するところとは協調する、競合するところ

は競合する、ということでやっていまして、うまくいっている例じゃないかなと思いま

す。そういうサクセストーリーを作ってその中で若手の研究者の育成とか海外との交流

とかをやらせてあげればいいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

それから、水素への取組みがちょっと弱いんじゃないかという質問ですが、私も再エ

ネ、新エネとかの区分けにこだわるつもりはあまりないんですけれど、一応法律的にも

そう決まっているようですのでこのようにご紹介をさせていただきました。 

私も水素にかける思いは半端ではありませんで、水素の良さというのは、先ほどもお

話が合ったエネルギーの貯蔵と、もう一つ輸送ですね。今、北海道から東京に電気を流

せる系統がないということで大騒ぎになっていますが、北海道の風力で水素を作って、

それを貯蔵して、東京に運んで使うことも可能になりますので、今年度、来年度の課題

として今以上に取り組んでまいりたいと考えております。 

それから、エネファームに関しては、九大の皆様の御尽力により世界に誇れると感謝

しているわけではあります。 
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先ほどブルーエナジーの話がありましたが、ブルーエナジーと同じものを国内の新興

のオペレーターさんが作るという話もございまして、本来はそういうことを我々が先駆

けてやっていかなければと思った次第ではあります。今はＳＯＦＣ（固体酸化物型燃料

電池）のトリプルコンバインドに取組んでいますが、もう少し産業用のアプリケーショ

ンも立ち上げていく必要があるのかなと思います。 

 

（座長） 

 ほかにありませんか。○○委員どうぞ。 

 

（委員）  

 ２６ページで太陽光発電のコストを下げるという話がありましたが、どういう技術が

ブレイクするとかなりの低コストに向かっていくのでしょうか。そして、今の技術はど

ういう状況なのでしょうか。 

 

（古川理事長） 

 大きく２つあるんじゃないかと思います。 

一つは、太陽光のパネル自身の効率を上げるということです。この効率には２つあり

まして、既存のものの効率を上げること、もう一つは全く新しい概念でパネルを作るこ

とです。例えば色素増感型のパネルで、３０％、４０％、５０％の効率を目指す。もし

くは、多層にして、太陽光の周波数を効率よく吸収するとか。まだまだパネル自身の効

率向上でのコストダウンは可能かと思います。 

 ２つ目は、システム全体としてコストをダウンするということです。セルがあって、

パネルを作って、組み上げて、それを台に乗せて、設置すると。試験や検査も含めて、

どこにコストがかかっているか十分検討できていなかったと思いますが、ＦＩＴでこれ

だけ導入が進みましたので、相当実績が入ってきていると思います。それをどのように

分析・解析して対応していくかということだと思います。 

いずれにしてもメーカー側からすれば数なんですね、数の勝負。数を作っていけば、

必ずコストは半分になると思います。２０３０年というのは私からすると遠すぎて、も

っと前倒しできるのではないかと騒いでいますが、２０３０年にはコンベンショナルな

（在来型の）エナジーコストのレベルに到達できると思っています。 

 

（座長） 

 ほかにいかがですか。○○委員どうぞ。 

 

（委員）  

 お願いになります。３５ページの「中小・ベンチャー支援」の例示がありますが、Ｎ

ＥＤＯの方では、エネルギーも含めた世界的な産業技術の開発に取組まれていて、これ

に関する中小企業・ベンチャーへの助成制度の中から出てきた成果だと思います。 
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１ページにある「ＮＥＤＯのミッション」という図にあるように、ＮＥＤＯは産学官

の橋渡し役を果たしておられると思いますが、同じように、中小企業・ベンチャーが助

成制度で開発した製品が市場化するための橋渡し役を担っていただき、ＮＥＤＯが持っ

ているいろんな知見とかネットワークを使って、より細やかにお手伝いをしていただけ

れば、地域の産業振興にもつながるのかなと思います。 

 

（座長） 

○○委員から地場の企業との関連でという話がありましたが、九経連の○○委員、地

場の中小企業の代表である○○委員から何かありましたらお願いいたします。 

 

（委員）  

 経済４団体と九州地方知事会で構成する九州地域戦略会議において、九州大学の安浦

先生に議長になっていただき、再生可能エネルギーの産業化に向けた検討委員会を設置

しています。 

九州では再生可能エネルギーや水素について様々な取組みが始まっていますが、産業

化までは至っていません。九州の企業の中にも課題が多く、国際競争力の確保もその一

つと聞いています 

検討委員会では、まずは再生可能エネルギーの産業の実態の把握を始めたところです。

再生可能エネルギーの賦存量とか。それを受けて、どのように九州における再生可能エ

ネルギー関連企業の産業化を図るか、どこの分野が有望か、市場動向、産業化のメリッ

ト、雇用効果、産業化に向けた施策のあり方、企業誘致、海外ビジネス展開などについ

て、産学官連携でやっていこうと。４月から１年の予定で検討を開始したところですの

で、ご紹介いたします。 

 

（座長） 

ありがとうございました。○○委員お願いします。 

 

（委員）  

 ○○委員から中小・ベンチャーの市場化を是非とも支援をしてくださいというご意見

がありましたが、非常に大事なことだと思っています。 

我々中小企業はいろいろな技術を開発しても販路がなかなかないわけで、市場に出る

までには非常に時間がかかります。 

市場を開拓するという点について、お手伝いをいただければものすごく助かると思い

ます。 

 

（座長） 

  ありがとうございます。古川理事長に最後にコメントをいただいてこのセッションを

終わりたいと思います。 
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（古川理事長） 

  私どものタスクである我が国の産業競争力の強化については、大企業だけではなく、

むしろ中堅・中小企業の強化というのはもっと重要じゃないかと思っています。どうし

ても話がナショナルプロジェクトになってしまいますので、大企業の話にフォーカスし

すぎた面もありましたが、ＮＥＤＯも色々な中堅・中小企業の方々の支援をやっており

ます。新エネルギー関連、環境関連でもやっていますので、是非、ご応募いただきたい

なと思います。 

また、昨年は１００億円の補正予算を政府からいただきました。これは、ベンチャー

の方を支援しようということで、全国で１００社以上の会社さんに集まっていただき、

九州の方もいらっしゃいます。 

ただ、ご指摘ございましたように、支援には「委託」と「助成」という形があって、

中小の方々へは「助成」というのが多いんですね。「助成」というのはお金を差し上げる

んですが、使っていただて、もちろん評価はさせていただきますが、その後どうなった

かについてはずっと継続してフォローしているわけではないんですね。 

これは、非常に問題だと思っています。助成期間が終わった後に、何が問題かいうこ

と、市場化にもっていくための課題を含めて、コンサルできなければ我々の存在の意味

がないと思っています。今回からは私自身も助成先の企業さんを訪ねておりまして、何

にお困りかとお聞きしています。マーケティングでお困りの場合とか、セールスでお困

りとか、もちろん技術開発も含めて色々な課題があると思います。一番お困りのところ

のサポート、きめ細かなフォローが重要だと考えています。   

  この辺は九州経済産業局さんともご相談させていただきながら、中小・ベンチャーの

方々の育成、また、セールスまでを含めてなにができるか検討していきたいと思います。 

私も４０年間ほど九州・福岡でお付き合いさせていただいておりますが、先ほどから

申し上げましたように、福岡県も福岡市も北九州市も新しいことに熱心で、九大、九工

大、福岡大などいろいろな大学の方々もいらっしゃって、しかも、アジアというマーケ

ットに近い、極めてポテンシャルが高い地域ではないかと思います。 

私どもも努力を尽くしてまいりますので、今後ともよろしくお願いします。 

 

（座長） 

ありがとうございました。大変長時間にわたり丁寧な、かつ行き届いた説明をいただ

き誠にありがとうございました。 

 

（４）【講演】九州における再生可能エネルギーの普及動向 

（座長） 

それでは次のセッションに移ります。次第３では、「九州における再生可能エネルギー

の普及動向」について、九州経済産業局 西電源開発調整官にご講演をお願いしておりま

す。 
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平成２４年７月に施行された再生可能エネルギー固定価格買取制度に関する九州の認

定状況やその特徴、さらには今後の課題についてお話いただくことになっております。 

その際、想定された電力需給が、この猛暑もありまして、少し様変わりになっている

のではないかと思いますので、一言今の状況についてご紹介いただければ、当研究会の

エネルギーに関する検討に大変資すると思いますので、よろしくお願いします。 

 

（西調整官） 

  ただ今ご紹介いただきました、九州経済産業局の西と申します。本日はこのような機

会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

また、さっき座長からもお話がありましたが、７月から９月まで節電要請期間となっ

ています。昨日大きく電力需要が伸びましたので、その点についても口頭ではございま

すけれども、説明させていただきます。 

  まず、この資料にはないんですが、電力需給について、事前の九州電力管内の需要想

定としては、１，６１０万ｋＷを想定しておりました。ところが、昨日、最大使用電力

が１，６１９万ｋＷに達しまして、想定を超えている状況でございます。電力使用率は

９７％まで達したということでございます。 

  今週はかなりきつく、今日もさっきちらっと見たんですけれども、９６％くらいにな

っておりますので、九州の皆様に大変節電をしていただいてるんですけれども、それを

上回るような暑さ、猛暑というのが現状でございます。 

  今は九電の火力発電所もフルラインナップで動いているという状況でございますので、

後ほど電力会社さんの方からご説明あると思いますけども、全国融通とか市場とかを駆

使して、安定供給を図っていくということになるかと思いますが、引き続き、無理のな

い節電をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、今日の本題の話をさせていただきます。 

  これまで、九州の再生可能エネルギーにつきましては、福岡県さんはじめ各自治体さ

んの取組み、ＮＥＤＯさんの取組みに加えまして、大変インパクトがあるのが、昨年７

月の再生可能エネルギーの特別措置法、全量買取制度が非常に大きなインパクトがあっ

て、再生可能エネルギーの普及が加速的に進んでいる状況でございます。 

  ただし、そこの中身を見ますと９９％は太陽光でございます。後程数字も申し上げま

すけれども、他の再生可能エネルギーにつきましては、やはり導入するまでに、あるい

は計画するまでに、アセスとか色々ございまして時間がかかるというのが現状で、少し

ずつ普及している状況です。太陽光は急速に普及、その他の再生可能エネルギーは少し

ずつというのが現状でございます。 

  今日の説明内容としては、九州のポテンシャル、それからＦＩＴの認定状況、実際の

導入状況、局の再エネ関係の取組み、この４点に絞ってご説明させていただきます。 

   

お詫びでございますけれども、今日の資料のＦＩＴの認定に関するデータは、本年２

月末時点での数字になっております。実は今日、予定では１４時でございますけども、
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プレス発表しておりますので、申し訳ございませんが口頭でその数字を申し上げたいと

思います。 

今日発表するのは５月末時点までの数字で、飛躍的に伸びております。特に太陽光に

つきましては、ご案内のとおり、２４年度は４２円だったのですが、今年度は買取価格

３８円ということになっておりまして、言い方は若干適切ではないかもしれませんけど、

かなり２月・３月は駆け込みの認定申請あるいは認定がされているというのが現状でご

ざいます。 

  再エネのポテンシャルということで、環境省が出している数字でございますけども、

ざくっと言うと日本全体で２０億ｋＷぐらいになります。ただし、洋上風力がかなりの

部分を占めており、洋上風力はご案内のとおり緒に就いたばかりだと思いますので、こ

れから実証事業が終わった後、導入が進んでいくということだろうと思います。九州の

再エネのポテンシャルは５億ｋＷくらい、日本全体の約４分の１を占めるという状況で

ございます。 

それから、太陽光のポテンシャルはオールジャパンで２億ｋＷでございます。 

あと、この表でいきますと、この部分が２４年度末の導入状況です。ポテンシャルで

はなく九州管内で実際に導入されたのがトータルで約２８０万ｋＷくらいということで

す。このうち１１１万ｋＷが太陽光であります。 

中小水力が１００万ｋＷございます。これはポテンシャルよりも多いんですけども、

備考にありますように農業用水路の導入ポテンシャルは除いてますので、まだまだ中小

水力もポテンシャルとしてはあるのかなと思っております。 

  それから、太陽光についてご説明させていただくと、自治体さんの取組み等もあり、

住宅用太陽光は全国に比べて、約２ポイント普及しているというのが現状です。 

また、九州管内の太陽光関係の産業で見れば、パネルメーカーが４ヶ所くらいござい

ます。モジュールの評価をする産総研さんの九州センター、それから今後出てくるであ

ろう太陽電池の大量廃棄に備えてのリサイクル実証研究などが九州でやられている状況

でございます。 

  それから風力につきましては、陸上においては、事業採算性が取れると言われていれ

る６．５ｍ/s を超える地域につきましては、圧倒的に北海道・東北に集中してございま

す。九州は全体の８％くらいで、その中でも長崎県、鹿児島県に集中しているという状

況でございます。当然他の県にもウィンドファームとか設置しているところもございま

すが、鹿児島・長崎のポテンシャルが多いのかなというところでございます。 

  それから洋上風力につきましては、先ほど古川理事長からご説明ございましたように、

北九州沖合で実証事業をやっておられます。北九州市さんの構想では、多分実証事業の

中でどれくらい風が吹いているのか見極めた上で、将来的にはウィンドファームができ

ないかのかなという構想を持ってらっしゃるということでございます。 

  それから風力の課題につきまして、風況、風が吹くのが山の上の方であればそのアク

セス、電力会社さんの系統の容量、このような条件を満たす必要があります。 

なおかつ、７，５００ｋＷ以上の発電所であれば第２種、１万ｋＷ以上であれば第１
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種のアセスが必要になってきます。この辺のアセスの処理期間を短くしていくことには

なっておりますけれど、太陽光にはないアセスがあるということです。  

また、山の上ですと、だいたい８０ｍ、１００ｍを超えるような高さになりますので、

非常に厳しい自然環境にさらされているという状況でございます。風の乱流が吹いたり

とか、あるいは台風、雷によって破損事故があったりすることがございます。さらに、

バードストライクとか騒音、景観という課題もございます。 

  続きまして、中小水力でございます。中小水力のポテンシャルは、熊本県、宮崎県、

大分県さんに集中しております。特に熊本県、鹿児島県さんでは小水力を利用するため

の協議会を設置してやっていこうという動きがございます。小水力につきましては、規

模が小さいのでコストの問題とか保安規制の問題があると思いますし、あとは水利権の

課題もあるのかなと思います。福岡県さんもダムの放流水を活用した中小水力を考えて

いらっしゃると聞いておりますが、中小水力については安定した電源になると思ってお

ります。 

  それから、次に地熱でございます。地熱につきましては、九州はかなりポテンシャル

があるということです。実際全国で５０数万ｋＷくらい地熱発電がございまして、その

４割、２１、２２万ｋＷが九州で稼働しているという状況でございます。地熱につきま

しては、やはり高い温度を有している長崎、大分、鹿児島がポテンシャルとしてはあり

ます。 

地熱の特徴としましては、稼働率が７割あるいは８割ということで、ベース電源とし

ての役割が期待されております。 

課題につきましては、開発までのリードタイムが長い。掘削費のコスト。あるいは仮

に掘って、思いどおりの蒸気が出るのかというリスクも当然ある。あるいは地元の温泉

業者さんとの調整等もございます。そういう意味で時間がかかります。規制面では、自

然公園法が昨年３月に一部規制緩和されておりますが、引き続き規制緩和が必要ではな

いかと思っております。 

  それからバイオマスにつきましては、木材、牛糞とか鶏糞が豊富な中九州あるいは南

九州にポテンシャルがあるのかなと思っております。 

  それから、２つ目にＦＩＴの認定概要でございます。先程冒頭に申し上げましたよう

に、２月末時点の数字を書いておりますが、今日プレスした５月末時点でいくらかと申

し上げますと、オールジャパンの認定件数は４９万件。それから九州では８万件といっ

たところです。もう一つの認定出力でございますけども、２月末の１，３０６万ｋＷが、

５月末時点では、２，２４０万ｋＷ、認定ベースです。そのうち九州は、２月末の２８

９万ｋＷが、５月末時点で５００万ｋＷとなっております。ＦＩＴによって、再生可能

エネルギーの導入が急速に拡大しているというような現状でございます。 

  それから、太陽光につきましては、住宅用が過半数を件数では占めております。出力

ではメガソーラーが５割くらいを占めています。九州は特に太陽光が非常に多いという

ことでございます。先程言いました九州の設備認定出力は約５００万ｋＷでございます

が、メガソーラーはどれくらいかといいますと、２月末約１４３万ｋＷが５月末時点で
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３１０万ｋＷということになっております。 

それから、認定件数も、先程申し上げましたことと繰り返しになりますけども、メガ

ソーラーの件数につきましては福岡県さんが２月末時点で全国３位ですが、５月末時点

で１５１件、メガソーラーが認定されております。鹿児島県はちょっと上回って１５３

件ということです。九州はメガソーラーの割合がかなり高いという状況でございます。 

  それから、その他の再生可能エネルギーの認定状況につきましては、中小水力につき

ましてはそんなに伸びてなくて、５月末時点では１０件、７，０００ｋＷくらいです。

風力につきましては９件、４５，０００ｋＷ。バイオマスは４件、２４，０００ｋＷと

いう状況になっております。やはり風力では、やはり北海道、東北で認定が多い、一部

南九州の方でも多くなっております。 

  それから問題の稼働状況でございます。５月末時点でいきますと、全国でＦＩＴ認定

に係る設備の稼働状況は約３０５万ｋＷ稼働です。認定設備を分母にしますと約１５％

が稼働しているという状況でございます。九州につきましては、約５６万ｋＷ、認定設

備の約１０％が稼働しているという状況でございます。 

  認定状況でございますが、認定件数では福岡県さんがトップで、出力ベースではメガ

ソーラーが多い県が上位に来ているという状況でございます。 

  それからＦＩＴ制度の施行後の動きとしまして、新たなビジネスが拡大しているとい

う状況でございます。屋根貸しビジネスと通称言っておりますけども、自治体さんの施

設の屋根を借りて発電すると。そういう取組みが企業さんによってやられている。 

あとは市民ファンドの設立に関しては、九州は「さつま自然エネルギー」というとこ

ろがあるんですが、会費を集めて太陽光を設置している。こういうファンドの動きもご

ざいます。あとは自治体さんが色々取組みをやっておられます。それから、発電事業を

今までやってきてなかったＪＲさんとか西部ガスさんとか西鉄さんとかが、垣根を越え

て参入されているということでございます。 

  それから３番目の導入状況につきましてご説明いたします。 

太陽光につきましては、九州はかなり入っていると。トップ１０の中に九州から５県

がランクインしているという状況になっております。赤いところが九州です。それから

太陽光につきましては、メガソーラーがかなり九州では出ておりまして、稼働中のメガ

ソーラーは３３ヶ所、約７万ｋＷでございます。太陽光発電全体としては１１１万ｋＷ

あるということでございます。 

それから、太陽光はなぜ九州に多いのかというところでございますけども、当然日照

時間が長い、気象条件に恵まれているということ、それから遊休地とか未利用地などが    

比較的多いのかなと。それから、冒頭申し上げたように自治体さんの取組みが活発で 

あるということです。 

それから手前味噌になりますけども、私どもも九州ソーラーネットワークというクラ 

スターを作って、普及と産業振興をやらせていただいていますが、こういうところの動

きがあるのかなと思っています。下の方は、薄い方が日照時間が長いということを表し

ています。 
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それから、風力につきましては、約４３万ｋＷが今動いているということで、先程申 

し上げましたように、長崎県、鹿児島県が約７割以上を占めています。 

ここにありますように、長崎、北九州もございますけども、鹿児島、さらに九電・九 

電工さんが６万ｋＷクラスの風力発電について串間でアセスを開始されています。いず

れにしても長崎と南九州が多いということでございます。 

  それから、中小水力につきましては、電力会社さんや県の企業局さんとかの中小水力 

も含めて１０５万ｋＷでございます。 

さらには、ＦＩＴをきっかけに、河川や工業・農業用水でこれから小水力が導入され 

ていくのを期待しているというところでございます。 

  それから地熱につきましては、賦存量としては、日本は２，３４０万ｋＷあるといわ 

れております。これは、自然公園法の特別地域とかも含めた数字でございまして、それ 

を除くと６５９万ｋＷくらいでございますが、オールジャパンで設備容量が５２万ｋＷ 

でございますので、まだまだ開発の余地、ポテンシャルとしてはあるのかなと思ってお 

ります。 

特に、北海道、東北、九州、一番導入が進んでいるということでございます。自然公 

園法の一部が昨年の３月に改正されまして、２種、３種の地域では小規模なバイナリ―

発電が場合によっては可能になるということ、隣の普通地域あるいは公園外の地域から

２種、３種の方に向かって傾斜掘りができるというように一部規制緩和されているとい

う状況でございます。地熱はそういう導入状況になっております。 

  それから、２７ページでございますが、やはり地熱は、冒頭申し上げましたように、 

地元の理解がないとなかなか進まない。温泉業者さんであり、自然環境保護団体の方で 

あり、地元の方々のご理解が大事になってきます。 

地域住民の方々に、「地熱発電の重要性を理解して頂き、これから開発をしていくこと 

が大事なんです」というような理解促進事業を今年度の予算でやっています。事業とし

ては、まず、ソフト支援事業、これは、自治体が中心となって推進していこうという方、

あるいは温泉旅館の方とか、こういう方と一緒になって勉強会をやっていく事業。ある

いは、地熱発電した熱水を活用してハウス栽培、養殖とかをやっていけるハード支援事

業。これを今年度から始めております。九州でも一次採択がすでに出ておりまして、８

件ほど採択しています。現在、９月１１日まで二次公募をやっているという状況でござ

いますので、記載されている条件に適するような施設があれば、ご紹介いただければと

思います。 

  それから、バイオマスにつきましては、九州は全国の２割くらい導入されています。 

先程申し上げたような、木質チップとか焼酎粕を利用したバイオマス、これが盛んにな 

っています。特に南九州は間伐材を利用したバイオマス発電が今後増えていくのではな 

いかなと思っています。 

バイオマスにつきましては、いかに燃料を集めるか、ここをきちっとやっていく必要 

があります。九州で特徴的なのは、鶏糞発電。みやざきバイオマスリサイクルが、鶏糞

を燃やして発生させた蒸気で発電している。この間行ってきたんですけども、採算的に
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は、ＦＩＴが適用はされているんですが、黒字になっているというような状況でござい

ました。 

  それから、海洋エネルギーはこれからでございますけども、福岡県では北九州市でも 

取り組まれています。長崎では環境省さんがやっています。長崎県は浮体式、北九州市 

は着床式。 

その他、北九州市さんとか、佐賀県さん、長崎県さん、鹿児島県さんが海洋の再生可 

能エネルギーに向けた取組みをやってらっしゃるという状況でございます。 

最後に、局の取組みでございます。局では、３年間の「グリーン九州プロジェクト」 

ということで、今年度まででございますけども、次世代環境・エネルギー産業の振興等々

をやっていくということで、色んな組織を作ってそれを動かしていっているという状況

でございます。 

太陽電池関係では、九州ソーラーネットワークというものを作っておりまして、ここ 

で太陽電池の普及拡大、あるいは産業振興というものをやっています。会員のうち企業

は４３社くらいなんですけども、これをしっかりやっていこうと思っております。 

それから、今年の３月に立ち上げた「九州グリーンエネルギー産業推進協議会」につ 

いてです。 

現在は、基本的に各省庁で色んな施策を打っているという状況でございまして、縦割 

りでやっているというような状況です。 

そこに横串を入れて、農政局さん、あるいは整備局さん、あるいは銀行さんを色んな 

施策についてまずは情報提供をやっていこうと、今年の３月から始めています。 

今年度はこの組織、協議会を使って、環境エネルギー戦略の策定をできないのかなと、 

現在検討しているところでございます。 

それから、ＦＩＴの仕組みは後程見ていただければと思います。 

最後にＦＩＴの賦課金についてご説明します。九州においては、ＦＩＴの賦課金が０． 

３５円／ｋＷｈ。 

それから、太陽光発電の余剰電力買取制度の付加金がまだ残っていて、それが０．０ 

９円／ｋＷｈ。合わせて九州は０．４４円／ｋＷｈがユーザー、電気使用者から徴収さ

れているというところでございます。 

このＦＩＴの賦課金につきましては、お話が出ているように、当該年度の導入量、 

 ｋＷを推測して、それぞれの稼働率を考慮して賦課金を設定するということでございま

す。今年度は０．３５円でございますけれども、導入が増えれば当然この価格が上がっ

ていくということです。ドイツでは１５００円とか１６００円という話がございますけ

ども、導入量が増えていけば賦課金は上がるという話になっています。 

駆け足になりましたけど、これでご説明を終わらせていただきます。ありがとうござ 

いました。 

 

（座長） 

  西電源開発調整官、ありがとうございました。 
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九州における再生可能エネルギーの普及動向についてのお話でございましたが、説明 

の最後にもありましたように、ＦＩＴの場合には、買取りに要した費用が電力料金に転

嫁されていくという仕掛けになっているわけです。 

ある意味で導入促進のコストですが、お話にございましたように、認定急増の中とは 

いえ、まだ稼働レベルが低いということで、今は１３２円という状況のようですが、設

備の稼働が増えていけば、消費者の負担が増えていくことも見越されているわけです。 

負担を担うことになる一般家庭あるいは電力の消費者、企業の声もあろうかと思いま 

す。九州電力の方では賦課金を回収する役目を担われているわけですけど、何かこのよ

うな新しい制度の運用の中で、一般家庭などからご意見は寄せられてますでしょうか。

○○委員お願いします。 

 

（委員）  

今のところお客様からご意見やご質問は入っておりません。それが再エネについてご 

理解されているのか、月額の負担が１３２円と少額で、許容の範囲と思っていらっしゃ

るのか、関心がないのか、よくわかりませんけれども、少数ながら出てきている質問と

しては領収証の中に再エネ賦課金と書いてありますので、「これは一体何なのかと」、「い

つから制度が始まったのか」、というご質問が時々あります。このようなご質問に対して

は、弊社がその仕組みをご説明しております。 

ご意見としては、「自宅に太陽光を載せていないのに賦課金を負担するのは納得がいか 

ない」、「お金をお持ちの方が太陽光を付けているのに自分達が負担するのはおかしい」

というような元々想定されたようなところです。これも制度の趣旨をご説明して納得い

ただき、ご意見として承っている状況です。特に大きなクレームになったということは

ございません。以上でございます。 

 

（座長） 

 ありがとうございます。県内では新日鉄住金、トヨタ自動車九州は大電力消費者だと

思いますが、まずは新日鉄住金の○○委員から、賦課金の制度についてご意見があれば

お願いいたします。 

 

（委員）  

製鉄業は、電力の多消費産業です。当所では電力供給に占める売電比率は小さく、結

果、賦課金の全体のコストに占める割合は大きくありません。また、賦課金の影響が大

きい産業には減免制度を導入いただいてますので、産業界に対し配慮された制度だとは

思っています。 

ただし、これは現時点での賦課金の話であって、さらに再生可能エネルギーの普及が

進んだ時に賦課金の負担が大きくなり、また、減免制度の為の原資も増えることで、そ

れを誰が負担するかといった議論もでてくることを心配をしているところです。 

健全に再生可能エネルギーを普及するには、コストを下げるための技術開発や参入事
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業者と電力消費者のバランスがとれた適正な買取価格であったり、制度についての適宜

見直しをお願いしたいと思います。 

買取価格が下がるので駆け込み申請があったという話を聞きますと、コスト負担をせ

ざるを得ないものとして特にそう思うところです。 

 

（座長） 

  トヨタ自動車九州の○○委員、もしご意見あればお願いします。 

 

（委員）  

 直接答えになっているかわかりませんが、我々として目指すところは、まずは自前で

やりたい。消費者の方々に負担をかけるということも踏まえて、売電というよりは、大

量に使う電気を自家発で自給していきたい、自分達で作っていきたい、と考えている段

階です。 

 

（座長） 

 ほかに九州経済産業局の講演にご意見のある方はいらっしやぃませんでしょうか。 

  

（委員）  

  非常に疑問に思う点がありまして、再生可能エネルギー導入という視点から見ますと、

例えば地熱とか風力とかには大規模なインフラが必要ですが、太陽光はパネルだけで、

施工も比較的簡単なので、最近は中国が日本法人を作って入ってきているんです。 

そして、どういう言われかはわからないが、４２円の権利を持っていて、土地は３万

坪を用意していると。そして、使うパネルはすべて中国製と。パネル自体も安いし、施

工料も安いから、日本の業者に頼むより６、７割でやりますよと。 

２１ページに大きな太陽光パネル業者が示してありましたが、再生可能エネルギーの

普及を進めるときに、安価な中国製パネルの使用が、九州の産業の活性化に与える影響

について、ご意見をお聞きしたい。我々のヒアリングでは「中国製には太刀打ちできな

い」と聞いています。 

 

（西調整官） 

  中国製であろうが、韓国製であろうが、日本製であろうが、要件さえ満たしておけば

認定しているというのが現状です。排他的には今はやっていないというか、できないと

思います。 

日本企業のパネルもＦＩＴでかなり導入されていると思いますが、海外品の規制はで

きないという状況です。 

 

（委員）  

  先ほど「新エネアイランド」という話もありましたが、地域経済の活性という観点か
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らは悩みの種です。 

 

（座長） 

  ＦＩＴ制度による再生可能エネルギーの導入が進んでいるドイツにおいては、消費者

の負担が大きい中で、必ずしも自国における雇用の創出に繋がっていないということが、

一つの見直しの契機になったわけです。 

カナダのオンタリオ州は、自分の州の生産品を優遇する措置を打ち出したんですが、

これはＧＡＴＴ（関税及び貿易に関する一般協定）、ＷＴＯ（世界貿易機関）のルールに

反しますので、国際貿易ルールの中で違法であると整理されつつあります。 

エネルギー・環境にとってプラスとなる再生可能エネルギーの導入を進めるときに、

国、地域の成長、さらには雇用にどうやって繋げていくのか。各国が直面している課題

であると思います。 

国、地域の企業の競争力を高めるために、先ほどお話がありまたようにＮＥＤＯなど

が中核となって日本チームの体力強化に努めているのも、そのような流れなのだろうと

理解しています。 

この論点、再生可能エネルギーの普及と産業振興について、地域、福岡として何を取

り組むか。後ほどのセッションでもう一度議論したいと思います。 

時間も押してきているようです。よろしければ、西調整官の講演に御礼申し上げます

とともに、このセッションを終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

（５）【委員情報提供】九州電力における再生可能エネルギー導入拡大に向けた取組み          

について 

（座長） 

それでは、次第の４に移ります。九州電力 坂口委員から、九州電力における再生可能

エネルギー導入拡大に向けた取組について情報提供いただけることになりました。九州

電力では、国内最大規模の八丁原（はっちょうばる）地熱発電所を昭和５２年から運用

するほか、平成２２年１１月には、大牟田市でいち早くメガソーラー事業に取り組まれ

るなど、再生可能エネルギーの導入に積極的に取り組まれております。 

また、送電部門においては急速に普及拡大が進む太陽光などの円滑な受け入れに向け

た取組みにも力を入れていると伺っております。 

本日は電気事業者の立場から、再生可能エネルギーの普及に向けた課題、またその解

決に向けた取組みなどについて、情報提供していただけるとのことです。坂口委員、よ

ろしくお願いいたします。 

 

（坂口委員） 

  本日はお時間を頂戴させていただきまして、誠にありがとうございます。 

情報提供に先立ちまして、この場をお借りしまして皆様方の節電へのご協力に心から

御礼申し上げます。 
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今朝の新聞報道でもご存じのように、昨日、今年の夏の最大電力を更新し、１,６１９

万ｋＷとなりました。供給力が１,６７１万ｋＷでしたので、使用率が９６.９％、供給

予備力は差し引きで５２万ｋＷ、供給予備率は３.２％となっております。 

大型の火力発電所がだいたい７０万ｋＷ級ですので、このクラスの発電所に一基でも

トラブルが発生すると、大変な状況になるわけです。 

今日、供給力については昨日より若干増やすことができたため１,６９４万ｋＷですが、

最大電力の予想も昨日より少し上回って１,６３０万ｋＷとなっており、本日も使用率が

９６.２％、供給予備力が６４万ｋＷという状況です。規模の大きな火力発電所の２基ま

たは１基がトラブルになった場合、大変な状況になるのは昨日と同じでございます。 

このような中、安定供給に向け最大限の努力を行ってまいりますので、引き続き節電

のご協力をよろしくお願いいたします。 

  さて、弊社は従来より国産エネルギーの有効活用、並びに地球温暖化対策に優れた電

源ということから、再生可能エネルギーの積極的な開発・導入を推進しております。 

本日情報提供させていただきますのは、特に急速に普及拡大が進んでおります太陽光

などの円滑な受入れを図るための弊社の取組みについてでございます。 

昨今の新聞報道で、太陽光の系統接続に関する事業者の方々からのクレームが取り上

げられていますが、これは個々の事情によるものであり、弊社としましては接続を拒否

する意図はございません。 

むしろ夏の気温上昇により、昨日も本日も電力負荷が増大するような状況の中で、太

陽光発電も供給力として貴重な電源となっております。そのため、弊社としましては、

受入れに伴う諸問題を解決して再生可能エネルギーのより一層の普及拡大に努めてまい

る所存でございます。 

ちなみに太陽光がいかに一定した出力を保てないかということを、本日の想定を例と

して申し上げます。１４時から１５時の間、太陽光からの出力は５８万５千ｋＷと想定

しています。 

これが、１５時から１６時の段階になると、当然太陽がだんだん傾いてきますので、

３９万６千ｋＷとなり、１８万９千ｋＷ出力が低下します。それから、１６時から１７

時になりますと、出力が１８万５千ｋＷ、１４時から１５時のピークに比べると４０万

ｋＷ出力が低下します。 

晴れか曇るかということ、さらに、夕方になって太陽が傾いてくるということ、この

ような条件下で電力需給の運用をやっているということでございます。 

 本日、このような話も含めまして、時間を押しているということで、なるべくポイン

トを絞って説明をさせていただきたいと思っております。 

説明の方は弊社経営企画本部部長の能見の方から行います。 

 

（能見部長） 

  九州電力の能見でございます。よろしくお願いいたします。 

まず最初に、今話のありました電力需給状況について若干補足させていただきたいと
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思います。当初の想定では１,６１０万ｋＷ、これはかなり暑い状態を想定しているわけ

ですけど、昨日はそれを越える需要となりまして、１，６１９万ｋＷ。本日はそれをさ

らに越える見込みでございます。 

事前の需要想定では、最低限必要となる予備力３％を確保できるとしておりましたが、

水力が順調に動くという前提でございました。しかし、ご存じのように最近は全く雨が

降っていませんので、弊社の水力発電所の発電量が平年の４割くらいまで落ち込んでお

り、その分全体の供給力が落ちています。 

火力発電はフル出力でございますが、実は当社の最大の火力発電機の松浦火力１号機

が８月２日にトラブルで停止しておりまして、営業運転で復帰したのが昨日の９時でご

ざいます。まさに間一髪間に合ったというところです。 

この供給力について、事前の計画では、他の電力会社さんからの融通を９０万ｋＷ見

込んでいましたが、他社も厳しい状況ですので、なんとか頼み込んで３０万ｋＷを融通

してもらい、さらに電力取引市場から調達した結果として、ようやく昨日も３％台の予

備力を確保できたということでございます。 

現在、原子力が全部止まっている関係で、九州内の発電所だけでは九州内の電力需要

をすべてお届けすることはできないという状況になってございます。お客様の節電と他

社からの電力の融通の二つの松葉杖と、最近は太陽光が三本目の松葉杖として支えてい

ただいている、そういった状況でございます。 

ちなみに１,６１９万ｋＷは震災後の最大の需要でございますけれども、１,７７０万

ｋＷ程度だった震災前のピークより落ちている１４０万から１５０万ｋＷが、皆様に節

電・省エネしていただいているということで、３．１１以降一変したと実感していると

ころです。 

  それでは、本題に入らせていただきまして、九州における太陽光・風力の導入見通し 

というところからスタートさせていただきます。 

これは２０１２年度末で、太陽光の住宅用が黄色で、事業用がこの色、風力が青とい 

うことでございますけれども、今年の３月末に合わせて１５５万ｋＷ、６月末で１９０

万ｋＷ、さらに最新のデータで言いますと、７月末現在、九州の太陽光の合計は１６０

万ｋＷでございます。 

先ほど西様の方から１１１万ｋＷというご説明ございました。これは昨年度末の数字 

でございます。それから何ヶ月か経って、特にＦＩＴの関係で事業用太陽光が増えてい

るということでございます。１６０万ｋＷの内訳は書いていなくて申し訳ありませんが、

いわゆるＦＩＴ関係の事業用が５７万ｋＷ、住宅用太陽光が１０３万ｋＷということに

なっています 

ＦＩＴ導入前は、２０２０年に太陽光と風力の合計で３００万ｋＷと想定しておりま 

したが、ＦＩＴ導入で急速に伸びており、太陽光６００万ｋＷ、風力１００万ｋＷ、合

わせて７００万ｋＷが２０２０年の九州で導入されるだろうと想定しています。それに

向けて技術的な対応の検討を進めていくということでございます。 

続きまして、設備認定の状況についてでございます。 
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先ほど西様の方から最新データのご紹介がございましたので、数字の説明は割愛させ

ていただきますが、私から申し上げたいのは、全国の中の九州というのは、人口や電力

需要でだいたい全国の１割くらいの規模でございます。しかし、認定出力については、

全国の２２％を占めており、全国的に見て九州は再生可能エネルギーの導入が進んでい

るということです。 

それから、各県によってバラツキが若干あるというところが、この図でございます。 

導入量が多いのが福岡、大分、鹿児島です。福岡県は人口が多いのですが、人口の割り

に大分、鹿児島は多いと見て取れるかとおもいます。一方で佐賀、長崎は相対的に少な

いと。後ほど出てまいりますけれども、こういったバラツキに対応するために、導入が

少ない地域の事業所から多い地域の事業所に人員を応援しまして、対応をやっていると

いったところがございます。 

   続きまして、再生可能エネルギー導入拡大の課題ということについてご説明させてい 

ただきます。これについては、先ほどＮＥＤＯ様の方から系統接続問題について大きな 

課題３つのうちの３番目というご紹介がありました。 

私共事業者の立場からは、その中身について技術的なところを少し詳しく説明させて 

いただきたいと思います。ちなみに、バードストライクのような環境問題は省かせてい

ただいております。電力会社ですので、電気的・技術的な課題に絞った解説をさせてい

ただきたいと思います。 

この表に技術的な課題を示しております。もちろん他にもたくさんございますが、主

なものということで５つ書いてございます。これらを２つのカテゴリーに分けますと、

導入量の増加による容量等の問題が一つ、もう一つは変動の問題があります。 

この中で導入量の増加によって課題となるのが、１番目の熱容量不足と３番目の逆潮 

流の問題、それから５番目の余剰電力の問題。出力が変動することによってお届けする

電気の品質に影響があるのは、２番目の電圧の問題と４番目の周波数の問題ということ

でございます。 

これらの課題を解決するためにいろんな研究をしているわけですが、特に電圧と周波 

数の問題につきましては、やはり私ども品質の良い電気を安定してお届けするという社

会的責務がございますし、電圧や周波数を一定に維持するということは電気事業法にも

定められてございます。一般のお客様に品質の面でご迷惑をおかけしないため、必要な

対応をさせていただいているというのが現状です。 

一つ一つご説明する前に、これはちょっとご興味もあるかと思うんですが、弊社グル 

ープが保有している太陽光と風力の実際の出力変動実績についてご紹介させていただき

たいと思います。 

お手元の資料では６ページが太陽光、７ページが風力になってございます。どちらも 

弊社グループが持っておりますものでございまして、太陽光は大牟田にございます３,

０００ｋＷの発電所でございます。 

これは都合のいいデータを拾ってきたというわけではなく、今年の４月１８日から２

１日の４日間に出力の推移になります。横軸は０時からの２４時間、縦軸はその時間帯
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における出力でございます。１日目の天候は曇のち晴、２日目は晴、３日目は曇のち雨、

４日目が晴ときどき曇ということで、天候の変化に応じた出力変動が一目瞭然かと思い

ます。 

きれいに晴れた典型的なパターンは右上の図でございます。だいたい日照量に応じた

出力がきれいに出てございます。これがベストパターンでございますけれども、見てい

ただきますと定格出力の３,０００ｋＷに対しまして、ベストパターンでも最大値で定格

の９割弱程度、約２,６００ｋＷです。最近のものは改良されているというお話もござい

ますが、なかなか定格出力の１００％というのは難しいというところでございます。  

「曇のち晴」については、曇ってる間にはストーンと出力が落ちます。曇といっても、

「薄曇」と「どんよりした曇」とでまったく違うわけですが、雨が降ると全く出ないと

いうのが３日目の状況でございます。雨はある程度想定できるわけですけど、一番厄介

なのは４日目の方でございまして、この日は天気予報では「晴ときどき曇」でしたが、

雲が少しかかるだけでフル出力辺りから２、３割のところまでストーンと落ちる、また

太陽が雲から顔を出しますとストーンと上がる。この変動が繰り返されると電力系統の

品質、周波数に対して影響を与えるということでございます。最初からきれいに晴れる

ことがわかっていれば、ある程度それに対して対応できるということでございます。 

一方、まったく同じ４月１８日から２１日の風力のデータでございます。当社の長島

風力発電所のデータで、かなり大きな５万ｋＷの風力発電所でございます。２,４００ｋ

Ｗ、２１基で構成されており、最新のさきほどご紹介があった７,０００ｋＷの風車程は

大きくはないんですけれども、高さ７０ｍ、羽の直径が９２ｍの風車が２１基並んでい

る眺めは壮観でございます。 

この点線が定格出力、青い線が風速で、赤い線が出力でございます。ご覧のとおり、 

定格出力に対してかなり下の方で推移しております。 

出力は風速の３乗に比例しますので、この風車の場合、定格出力を出すためには風速

１２.５ｍが必要になります。図にあるように、風速６ｍで、風速としては定格の半分く

らいになりますが、出力は３乗に比例するので、発電電力としては８分の１くらいにな

ります。５万ｋＷの定格出力の８分の１、６千ｋＷから７千ｋＷに対して、この日で１

万ｋＷということですから、やはり理論通りの出力です。 

また、風速が少し変わるごとに出力が大きく変動するということがわかります。この

風車は、風速３.５ｍで出力が完全にゼロになってしまう。一方で２５ｍ以上の強い風に

なりますと、保護のために止まってしまいます。 

画面にはないんですけど、お手元の資料の一番最後にＡ３のペーパーを付けさせてい

ただいてございます。最近一週間のデータになりますが、皆さんご存じのとおり、ここ

一週間は猛暑でございまして、毎日晴れでございました。太陽光の出力は、非常にきれ

いなカーブになっておりますけれども、８月１８日の１６時から１７時あたりを見てい

いただくと、出力がストーンと落ちていることが見て取れます。これは少し雲がかかっ

たということで、快晴で一日中晴れであってもこのようなことが起きる。８月１５日の

午前中にも同じようなところがございます。この変動の予測は非常に難しく、九州で何
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百万ｋＷの変動になりますと、全体的な調整が非常に困難になります。 

風力のデータを見ていただきますと、先ほどの４月のデータと比べましても、データ

欠損じゃないかというくらい発電していないことがわかるかと思います。この一週間、

少しは風が吹いているんですが、出力が出るほど動いてなくて、１３、１４、１５、１

６日辺り、５万ｋＷの定格があるにも関わらず、ほとんど一日中出力ゼロということに

なってございます。 

夏のピークに対して、太陽光はある程度供給力として当てになるわけですが、風力は

まず当てにならない、ということをこの図は示しております。 

このようなデータは弊社のホームページの１ページ目で閲覧することできますので、

ご興味のある方は見ていただければと思っております。 

一つ申し遅れました。ただいまのＡ３の方の資料ですが、太陽光の方をもう一度見て

いただくと、山のてっぺんのところの出力でも２,２００ｋＷくらいかと思います。最近

一週間くらいは快晴だったにも関わらず、先ほどお話しした４月の２,６００ｋＷより下

がっており、夏になって気温が上昇すると効率が落ちるという太陽光発電の特徴を示し

ています。 

データの説明が長くなりました。先ほどのＮＥＤＯ様のご説明の中も「きままな電源

である」という表現がございましたけれども、こういった変動のある電源の課題につい

て説明してまいります。 

１番目は非常に単純な熱容量不足についてです。これは量の問題でございます。もと

もとお客様の需要に応じた設計をしております送電線ですが、ここへ大量に再生可能エ

ネルギーが入ってくることによって、電気的な容量が足りなくなる。 

これを解決するためには、線を太くするとか、ルートを増やすということが必要とな

ります。わかりやすくいいますと、車がたくさん通っている道路が混雑してきたときに、

片側１車線のところを２車線なり、３車線なり車をたくさん通れるようにする、それと

まったく同じことでございます。 

２番目は電圧の問題です。電気というのはたくさんお使いになればなるほど電圧が下

がってまいります。それはご家庭でもエアコンを付けたりした時にテストで電圧を測る

と、エアコンが入った瞬間に電圧が下がるのがわかるんですけど、通常は配電線がござ

いまして、需要しかございませんので、配電線の末端になったら電圧が下がることにな

ります。 

ところが末端の方に大きな発電機がありますと、これが電圧を持ちあげる作用があり

ますので、このような電圧の傾きになってしまう。それほど変動がなければ問題がなく

制御できるんですけど、先ほどのようなメガソーラーが変動いたしますと、ご家庭とか

工場にお送りする電圧がかなり変動いたしまして、生産ラインとかに影響が生じる可能

性があります。それは絶対に避けなければならないことでございます。 

３番目は逆潮流の問題でございます。これも量の問題ですけれども、お客様に電気を 

送るための設備に大量に再生可能エネルギーが入ることで、電気の流れる向きが逆にな

るという現象でございます。 
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これも先ほどの自動車の例にたとえますと、一方通行の道路を逆走するような形です

ので、当然安全面で問題が生じる可能性がございます。少し前までのガイドラインでは、

逆潮流は基本的にさせないというルールになってございましたけれども、最近緩和され

まして、安全上の対策をすれば、逆走してもいいですよ、とルールが変わってございま

す。７月以降、このようなルールになっております。ただし、その対策については受益

者にご負担いただく。そういうルールに改正されたところであります。 

続いて、周波数の問題でございます。電気というのは常に、発生と消費が同量でない

といけないという極めて特殊な商品でございます。このバランスが崩れますと、周波数

が変動します。６０ＨＺを維持するためには、２４時間常に、秒単位で、発電量と消費

量が瞬間的にも一致しないといけません。 

私は「究極の在庫管理」と申し上げておりまして、「在庫量は常にゼロ」という状態を

２４時間３６５日続けないといけないということでございます。ところが、コントロー

ルされている供給側の方に、極一部ならいいんですけど、大量に、かつ先ほどのように

変動するような再生可能エネルギーが入ってきた場合には、供給側が激しく変動する。

これを消費と釣り合わせないので、発電側の他の発電機でそれを吸収するか、あるいは

消費側の方で吸収するか、どっちかしかありません。 

発電側の方でやろうとすればＬＮＧのような火力発電で調整することになりますけれ

ども、需要側でやるとなると蓄電池に貯めるとか、さきほどお話がありましたけれども、

水素に貯める、そういったいろんな対策がございます。 

いずれにしましても変動量が非常に大きくなりますと大変大きな問題となります。こ

れは九州の本土でありますと本州に繋がっておりますし、全体が大きいですから、例え

て言いますと、１,０００人ぐらいの合唱団の中で１人くらい音が外れていても聴き取れ

ないわけですけど、小さな離島になりますと、１,０００ｋＷの変動でも非常に大きい。

特に離島の場合、電圧も周波数も非常に大きな問題になっており、後ほど出てまいりま

すけれども、蓄電池を置いて、系統の安定化対策を一生懸命やっているというわけです。 

最後に余剰電力の問題でございます。これは単純に発電量の方が消費量よりも上回っ

て調整ができなくなるということでございます。 

赤色が需要カーブですけれども、いろんな発電を積み上げていって、特に太陽光がた

くさん発電する日中帯において、需要曲線の上に行ってしまう分は余ってしまいます。  

余った電気がどこに行くかというと、周波数が上がってしまって、全体の安定供給が

できないということになります。非常に困った問題でして、離島で起こりやすいという

のは先ほどご説明したとおりです。 

このような色んな課題がある中で、私どもとしては、基本的には再生可能エネルギー

はウェルカムでございますので、何とかしてこういった課題を前向きに解決していきな

がら、導入を図ってまいりたいといったところでございます。 

その中で、技術的な開発の面とそれから事業者の方への対応を色々やっているところ

でございますけれども、まずは太陽光、風力の出力予測技術というのがございます。こ

れは一つの太陽光の予測のイメージ、詳しくは省略いたしますけれども、先程のＮＥＤ
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Ｏ様のお話の中でも太陽光・風力の予測のお話が出てきましたが、やはり正しく予測す

ることで正しく制御ができて、周波数に合わせる問題がなくなるということでございま

す。なかなか難しい面はございますけれども、確実に取り組んでいくということでござ

います。 

それから、これは先程もちょっと触れました、離島に蓄電池を置いて変動する太陽光、 

風力の出力を抑制するシステムでございます。他の場所では、沖縄の宮古島にはすでに

実証試験をやられておりますけども、弊社でも壱岐に４千ｋＷの蓄電池をすでに置いて

現在実証中でございますし、今年度中に対馬と種子島、奄美大島に合計８千５００ｋＷ

の蓄電池を設置します。後の方の３か所は環境省様、壱岐の方は経産省様の補助事業と

いうことで実施しております。 

それから他社になりますが、北海道や東北地方の変電所に大型蓄電池設置を計画して 

ございます。ただ、これはコストの問題が非常に大きいところでございます。 

それから、次の話は、一社の中で変動が吸収できなければ、繋がっているたくさんの 

電力会社の中で全体的に吸収すればいいじゃないかというお話でございます。例えば、

北海道で変動する分を東北・東京で吸収する、あるいは余った電力を吸収する、そうい

ったスキームでございまして、これは５０ＨＺ系統、６０ＨＺ系統のそれぞれで実証実

験を行っているところでございます。 

   こういった技術的な対応のほかに、やはりソフト的な人の面での対応というのも非常 

に大事だというのが、次のお話でございます。これは、ＦＩＴの申込みの状況でござい

ますけれども、これは当社だけの数字でございまして、高圧の５０ｋＷ以上のＦＩＴ制

度導入前後の接続契約申込の件数でございます。制度開始が昨年の７月でございますけ

れども、１１月くらいから急に伸びてまいりまして、２月、３月に非常に増えてござい

ます。これは皆様想像できますように、年度内の駆け込みが原因で集中しており、年度

が明けて減ってございます。今のところ、７月末現在の累計で、ご家庭の太陽光を除い

た５０ｋＷ以上では、申込件数の合計で２千件弱ということで、ｋＷにしてだいたい太

陽光２５０万ｋＷ、そのうち運用開始しているのが３４万ｋＷということでございます。

これだけ集中いたしますので、しかも最初にお見せしたように、県によって差がござい

ます。   

ここに書いてございますように、応援体制ということで、集中している所に比較的少

ない所から人を集める、あるいは系統によって異なる技術検討というのが結構大変でご

ざいますけれども、共通の技術検討支援プログラムを開発して現場に配ったりと、色ん

なことをやっています。 

  それから、色んな電力会社に申込みされますと、フォーマットが違うとかやり方が違 

うとか、そういった声もかなりございます。全国の電力会社間で様式ややり方を統一す

る、あるいは工事費の内訳、工事概要を丁寧に説明するということでございます。３か

月以内に検討結果をお渡しするということですが、これも３か月は長いという声も非常

に多いところでございまして、極力短縮する方向で進めているところでございます。 

あとは、こういった連系の検討ということで、連系のことが非常に大きな問題だとい 
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うことはＮＥＤＯ様からもご説明がありましたけれども、一部のマスメディアの方では、

電力会社は再生可能エネルギーを入れたくなくて意地悪しているんだといったような書

かれ方をされることがございますが、これはまったく事実と違います。 

私どもとしては、供給力の面でも非常にありがたいと思っておりますし、ウェルカム 

でございます。ただし、きちんとした品質の電力を皆様にお届けするという観点から、

どうしても解決しなければいけない課題がたくさんございますので、その辺りを検討し

た上で、問題のないように解決しながら、事業者の方にご納得いただけるように丁寧に

説明するということを心がけているところでございます。 

この辺りは、やはり技術的になかなか難しいところもございまして、私どもの方の技 

術的な説明が至らないところもおそらくあるだろうと、あるいは申込みが先程もお見せ

したように集中するところがございますので、どうしても数の面で丁寧なご説明ができ

ないところもあるだろうといったところも、色んなお叱りの声があるので反省している

ところでございます。 

一方で、事業者の方も、特に太陽光の場合に、それまでは電気の「で」の字も知らな

いような方も参入されておりますので、技術的な説明をしてもなかなかご理解いただけ

ないといったこともございます。そういったところもございますが、ご意見やお叱りを

謙虚に受け止めまして、私どもとしても丁寧なご説明に努めてまいります。弊社といた

しましても、各現場にいろんな声が来ておりますので、その中でお叱りをいただいた事

例、あるいは逆に非常にうまくいった事例も含めまして、水平展開していきながら、丁

寧に事業者の方に説明していきながら、技術的な課題を解決していきたいと考えている

次第でございます。 

終わりになりますけれども、繰り返しになりますけれども、再生可能エネルギーとい    

うものは、いろんな面で私どもとしても貴重なものだと考えておりまして、導入に努力

していく所存でございます。 

ＦＩＴが導入されて以降、大変申込みが増えているところでございますけれども、そ

の中でやはり技術的な検討が必要なところはございます。その辺りについて、丁寧にご

説明してまいりながら対応してまいりたいと思っている次第でございます。 

基本的にウェルカム。技術的な課題はどうしてもあるものの、だからダメだというの

ではなくて、それをきちんと解決していきながら、再生可能エネルギーの導入を推進し

たいということでございます。 

参考資料については、弊社が進めております太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱    

ということを紹介してございますが、時間の関係で個別の説明は省略させていただきま

す。ご興味のある方はぜひご覧になっていただければと思います。 

この一つは、壱岐に設置している蓄電池の例でございます。実物は機会があればご覧

いただきたいと思います。実際はかなり大きいものでございます。 

最後のページは、弊社が導入あるいは計画しております再生可能エネルギーの数量で

ございます。太陽光で３万４千ｋＷ、風力で１２万８千ｋＷ、バイオマスで４万ｋＷと

いったところで、弊社としてもかなり導入を進めていることは数字でもお分かりいただ
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けるかと思います。 

私からの説明は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

（座長） 

ありがとうございました。 

九州電力における取組みについて、能見さんから複雑な問題を大変分かりやすくご説

明いただき、ありがとうございました。 

時間も押していますので、座長の職権により、わかりやすいご説明だったということ

で、質問は後程議論の際にいただくということで、１０分間の休憩に入って、その後県

の説明を受け、最後に議論があるという、こういう仕掛けでございますので、よろしく

お願いします。 

 

（６）【事務局説明】再生可能エネルギーの普及に向けた県の取組み状況について 

水素エネルギー戦略事業について 

中小水力発電導入促進事業について 

五ケ山ダムの取組みについて 

（座長） 

  それでは時間になりましたので、再開したいと思います。再生可能エネルギーの普及

に向けた県の取組み状況について、事務局から説明をお願いします。ぜひ効率的に時間

を節約していただければ幸いです。よろしくお願いします。 

 

再生可能エネルギーの普及に向けた県の取組み状況について 

（塩川室長） 

資料の方は５－１になります。よろしくお願いします。福岡県の再生可能エネルギー

の普及に向けた取組みについてご説明いたします。 

本日ご紹介いたします内容はご覧のとおりでございます。最初に再生可能エネルギー

の導入状況をご紹介し、次に福岡県の取組みのご紹介をさせていただきます。 

  まず、福岡県における再生可能エネルギーの導入状況でございます。住宅用太陽光発

電につきましては、設備価格の低下もありまして、近年急速に導入が進んでおります。

福岡県は、普及の進んだ先進県の一つといこうことで、平成６年度から平成２４年度ま

で統計データのある期間の累積で申しますと、福岡県内への導入件数、導入容量はいず

れも全国３位となっております。なお、平成２４年度の１年間につきましても、同じく

導入設備容量は全国３位となっております。 

  それから次に、メガソーラーの導入状況でございます。平成２４年７月から、買取制

度が施行されまして、これを受けて、メガソーラー導入の動きが加速しております。福

岡県が把握している範囲では、８月１５日現在で２５か所のメガソーラーが稼働いたし

ております。この中には、全国初の分譲型メガソーラー「みやま合同発電所」など、全

国的にも先進的な事例が含まれております。 
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  また、全国との比較ですが、２月末現在の固定価格買取制度の認定状況によると、先

程もございましたが、全国３位、それから設備容量については全国８位となっておりま

す。なお、稼働状況で見ますと、件数は全国１位、出力は全国３位というような状況で

ございます。 

  次に、風力発電の設備の現況でございます。福岡県は、大型の風力発電設備の導入に

適した用地が非常に限定されておりまして、その導入は北九州市の響灘地区に集中をい

たしております。陸上風力の発電所としては、響灘に１万５千ｋＷのほか、隣接地に１，

９９０ｋＷの風力発電設備が１基設置されております。また、先程にもございましたが、

本年６月、ＮＥＤＯ及び電源開発の実証研究として、北九州市響灘の沖合約１．４ｋｍ

の地点で、２，０００ｋＷの着床型洋上風力発電の運転が開始されております。 

  それから次に、水力発電につきましては、県内に大規模な水力発電所はございません

が、山間部などを中心に、県内１７か所に小型の水力発電所が導入されております。設

備容量は合計で約２万１千ｋＷとなっております。 

  また、バイオマス発電ですが、これは主に家庭から生じるゴミを使った発電になりま

す。県内には、県が出資する大牟田リサイクル発電株式会社が運営するＲＤＦ発電、こ

ういったものを含めまして、計１９か所にバイオマス発電が導入されております。バイ

オマス発電の設備容量は、合計で１０万５千ｋＷと推計しております。 

  次に、再生可能エネルギーの発電設備の県内累積導入量をお示ししております。これ

らの数値は、各種情報を基に県で独自に推計したものでございますが、平成２２年度末

現在で、導入量の累計が約３０万ｋＷと試算をいたしております。同様に、２３年度末

の累積導入量は３５万ｋＷとなっており、住宅用太陽光の導入量が大きく伸びておりま

す。福岡県の特徴としては、風力や水力の適地が限定されているということで、太陽光

やバイオマスが大半を占めているということでございます。 

  次に、県内に導入済みの再生可能エネルギーの発電設備による年間発電量について、

県で試算した結果をお示ししております。設備利用率から考えますと、平成２３年度末

で導入された設備によって、年間で約９億ｋＷｈの発電が行われているものと推計いた

しております。この９億ｋＷｈと申しますのは、約２５万世帯分の年間電力消費量に相

当いたしますが、九州電力の県内電力販売量３２２億ｋＷｈと比較をしますと、未だ２．

８％というような数値でございます。 

  県内の再生可能エネルギーの導入目標についてでございますが、県としては、累積導

入量を平成３２年度、２０２０年度までに９０万ｋＷ、すなわち平成２２年度末の３倍

まで増やしたいと考えております。また、このための中間目標として、平成２８年度、

２０１６年度の累積導入量を５８万ｋＷとすることとしまして、福岡県の総合計画にも

盛り込んでおります。計画の達成状況でございますが、再生可能エネルギーの導入量が

平成２３年度末で約３５万ｋＷ、平成２４年度末では４３万ｋＷ以上と推計をいたして

おります。目標達成に向けまして、再生可能エネルギーの導入が順調に進んでいると考

えております。 

  次に、県の取組みについてご紹介させていただきます。福岡県におきましては、地域
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の特色を活かしたエネルギー地産地消モデルの構築を促進しますために、民間事業者や

市町村等における再生可能エネルギー導入を支援するための環境整備を進めております。

主な取組みは、県有施設等への率先導入、それからエネルギーの地産地消モデルの構築

促進、それから民間事業者等への導入支援、そして防災拠点・避難所への再生可能エネ

ルギーの導入、以上４つでございます。 

  まず、県有施設等への導入でございますが、福岡県では、県管理ダム３か所に、計１

４，０５０ｋＷの小水力発電を設置し稼働しております。また、平成２４年度末までに

太陽光発電設備４０１ｋＷ、風力発電設備３ｋＷを、九州国立博物館など県有施設に率

先導入してまいりました。本年度、さらに福岡女子大学など計１１ヶ所に、合計２１１

ｋＷの太陽光発電を導入する計画でございます。 

  次に、地域の特色を活かしたエネルギーの地産地消モデルの構築に向けた取組みでご

ざいます。県では、市町村が行う再生可能エネルギーを活用したエネルギー地産地消モ

デルの構築に対する支援を平成２４年度から実施しております。具体的には、太陽光発

電や風力発電、あるいはバイオマス発電などの再生可能エネルギーの導入可能性調査を

行う場合に、県から市町村に対し５００万円以内で調査費を定額補助しております。ま

た、市町村が自ら、あるいは民間事業者・ＮＰＯと協働してエネルギー地産地消モデル

を実際に構築する場合には、優れた取組みに対して、県から市町村に、１億円を上限と

して設備導入費を補助しております。 

  こちらが導入可能性調査の採択案件になります。また、平成２４年度に取り組まれた

導入可能性調査の一つの成果事例になりますが、昨年度、豊前市において、補助事業を

活用して、市内への太陽光発電、小水力発電、バイオマス発電の導入可能性調査を実施

しております。その結果、９０年前に小水力発電が行われた地区があり、その地区にお

いて小水力発電の事業化可能性があるとの結論が得られ、現在、事業化に向けた更なる

検討が豊前市を中心に進められております。地域の資源・特色を活用した再生可能エネ

ルギーの導入は、地域におけるエネルギー問題の意識改革に加えまして、地域の活性化

にも繋がる取組みとなりますので、県においては、引き続き必要な支援を行ってまいり

たいと考えております。 

  こちらが、設備導入事業の採択案件でございます。平成２４年度に取り組まれました

設備導入事業の一つの事例をお示ししております。昨年度、久留米市においては、地域

保健センター等複合施設に太陽光発電を設置しております。この設備は、停電時には自

家発電設備と連系して電力供給を行う、いわゆる防災対応となっております。また、１

階玄関ホールには啓発用モニターを設置し、来所者に再生可能エネルギーの有用性など

の情報を提供しております。 

  次に、民間事業者等への再生可能エネルギーの導入支援についてでございます。昨年

７月に施行されました固定価格買取制度により、民間事業者の再生可能エネルギー導入

が進んでおります。このような取組みを支援するために、福岡県では、再生可能エネル

ギー導入に必要となる基本データをワンストップで確認できる、全国初の「再生可能エ

ネルギー導入支援システム」を構築し、昨年７月２４日からインターネット上で公開を
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開始いたしました。本システムは、公開開始後１年間で、メガソーラー導入を検討する

事業者をはじめとした４，２００名以上の方々にご利用いただくなど、好評を得ており

ます。 

  次に、福岡県においては、民間活力を活用して、再生可能エネルギーの一層の導入を

図るために、未利用の県有地及び県有施設の屋根を民間事業者に貸し付ける取組みを始

めております。昨年度は、県有地２か所、県有施設の屋根３ヶ所について公募を行い、

優先交渉権者を決定しております。公募にあたっては、民間事業者から価格、資金調達

方法、工事及び管理運営方法などをご提案いただき、有識者による審査委員会において

審査の上、最も優れた提案を行った事業者を優先交渉権者として選定いたしております。

自治体施設の屋根を民間事業者に貸し出すことによって、太陽光発電設備の導入を促進

するという手法の導入は、九州で初めての取組みでございました。屋根貸し方式による

太陽光発電設備は、特に安価で広い用地の確保が難しい都市部において有効な手法と考

えております。県有施設を対象としたこのビジネスモデルを、他の自治体や事業者に発

信していくことによって、民間活力による再生可能エネルギーの加速度的普及に繋げて

いきたいと考えております。 

  また、県においては、市町村がメガソーラーの誘致を希望する用地を県ホームページ

で一括して紹介する取組みも行っております。この取組みは、民間事業者には県内のメ

ガソーラー事業候補地に関する情報がワンストップで入手できるというメリットがござ

います。また、市町村には、民間事業者に広く情報提供できるというメリットがござい

ます。現在までにメガソーラーの誘致が決まった用地は４ヶ所で、この他の複数の用地

についても、民間事業者と土地所有者の間で売却あるいは貸付に向けた交渉が行われて

おります。現在も３ヶ所の用地について情報提供を行っております。 

  次に、環境省のグリーンニューディール基金事業について福岡県が採択を受けました

ので、ご紹介させていただきます。この事業は、環境省からの補助金を都道府県におい

て基金として造成し、平成２７年度までの３年間で、災害時に機能を保持すべき公共施

設や防災拠点、福祉避難所等の民間施設に対して再生可能エネルギーや蓄電池の導入を

進めるものでございます。福岡県は、本年度の公募に提案を行いまして、環境省から１

９億円の補助を受けることが決定しております。県においては、現在、事業計画の策定

を行っており、予算手続を経て、今年度の後半から事業に着手する予定でございます。 

  さて、社会的にニーズの高まるエネルギー問題ですが、これをビジネスとしてとらえ

た場合に、大きなチャンスが広がっているということになります。このような時流を踏

まえまして、福岡県では、エネルギー産業の育成・支援の取組みも強化しております。

具体的な取組みですが、北九州市の西日本総合展示場において、福岡県などを主催者と

した「再生可能エネルギー先端技術展」を開催しております。この技術展は、再生可能

エネルギー等に関する先進的な製品・技術を一堂に紹介し、産学官における技術・人材・

情報の交流を活発化させることによって、技術革新及びビジネスチャンスの拡大に寄与

することを目的としております。平成２４年度は、７５社及び団体に出展していただき、

延べ１万２千名の方々にご来場いただいております。平成２５年度につきましても、１
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０月１６日から１８日の３日間の日程で開催することを計画しております。この技術展

においては、各種セミナーも併催することとしており、先程ご紹介しました市町村補助

金の平成２４年度成果報告会についても開催を予定しております。 

  福岡県では、エネルギーの効率的利用に加え、地域の特性を活かした再生可能エネル

ギー導入を進めることによりまして、環境にやさしく持続的発展が可能な社会を目指す

こととしております。本県の施策の充実のため、忌憚のないご意見をお願いいたしたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  では次に、福岡県で取り組んでおります、水素エネルギー戦略事業について、担当の

新産業・技術振興課からご紹介させていただきます。 

 

水素エネルギー戦略事業について 

（田代課長） 

  それでは、再生可能エネルギーではございませんけれども、新しいエネルギーという

ことで、水素エネルギーの取組みについてご紹介いたします。 

  私ども福岡県は、全国に先駆けまして水素エネルギーの普及に取り組んでまいりまし

た。平成１６年に全国の先進的な企業にお集まりいただきまして、プロジェクトの推進

組織「福岡水素エネルギー戦略会議」を立ち上げております。会長には新日鐵住金の岩

城副社長にご就任いただき、現在会員数は７００弱に達し世界でも最大規模の推進組織

に成長しているところでございます。 

この戦略会議が実施するプロジェクトを「福岡水素戦略」と呼んでおり、研究開発、

社会実証、人材育成等５つの柱で構成しています。私どもの取組みは、水素の製造、輸

送、貯蔵、それから利用までを一貫して支援するということで、水素総合戦略と呼んで

おりますが、この五つの事業を同時並行的に実施していくというのが大きな特徴でござ

います。それでは、一つ一つの柱について、簡単にご説明いたします。 

  まず、研究開発でございます。九州大学は水素の研究において、世界的なポテンシャ

ルをもっております。国の競争的資金を活用していただきまして、これまでも数々のナ

ショナルプロジェクトに取り組んでまいりました。まず第一が、平成１８年度に開始し

た水素先端科学基礎研究事業でございます。高圧環境下において、水素が金属材料に及

ぼす影響を解明するということで、基礎研究になりますが、水素脆化を大幅に減少させ

る熱処理方法等の開発を行ってまいりました。 

二つ目の取組みが、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所でございます。こ

れは、水素の製造、貯蔵、利用に加えまして、ＣＯ２の回収・貯留に関する課題解決を

行うということで、平成２２年度から取り組まれております。 

それから、三つ目の取組みのナショナルプロジェクトは、次世代燃料電池産学連携研

究センターと呼んでおります。次世代燃料電池として期待される固体酸化物形の燃料電

池に関する国内初の集中研究所ということで、今年の６月に開所しております。私ども

は、このような九州大学の研究ポテンシャルを活かしまして、地域の企業との共同研究

を戦略会議で応援しているところでございます。 
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  二つ目の柱が、社会実証でございます。企業が中心となって開発した水素関連製品を

実社会で利用していくための取組みの一つが、福岡水素タウンでございます。家庭用燃

料電池エネファームを一つの団地に集中的に設置するという、当時世界最大の取組みで

ございました。１５０世帯にエネファームを導入し、同じ環境下で実際に動かしたとき

にどのような効率で稼働するのかというような実証データを入手する目的で開始してお

ります。現在、地元企業の西部ガスエネルギー等によって、燃料電池、太陽光発電、蓄

電池、いわゆる３電池を使ったスマートハウスという取組みも行われております。年間

２千名を超える方々が見学に来られるような地域になっておりまして、エネファームの

普及にも貢献しているかと考えております。 

社会実証の二つ目が、北九州水素タウンでございます。これは製鉄所から発生する副

生水素を活用し、直接市街地にパイプラインで水素を供給する近未来的な社会実証でご

ざいます。１．２ｋｍのパイプラインを市内に引き、純水素型燃料電池１４台の運転実

証等を行っております。現在北九州市さんが取り組まれているスマートコミュニティ創

造事業との連携を取りまして、水素をエネルギーとして活用する数々の実証が行われて

いるところでございます。 

社会実証の三つ目、これは燃料電池自動車が走るために必要な水素ステーションの実

証事業でございます。九州大学と北九州市、この２か所に水素ステーションを設置いた

しまして、燃料電池自動車あるいはフォークリフト、燃料電池スクーター等のアプリケ

ーションを利用して実証するというものでございます。北九州水素ステーションの方は、

副生水素をパイプラインで直接供給するという我が国では唯一、世界でも三つというよ

うな珍しいステーションになっております。また、九州大学の水素ステーションは、学

内に設置しており、全国にも例のないステーションとなっております。現在、ＮＥＤＯ

の地域実証事業のご支援をいただきまして、運営を行っているところでございます。 

  水素戦略の三つ目の柱が、人材育成でございます。産業界の人材育成を支援する必要

があるということで、私ども戦略会議の方でカリキュラム作りから行って取り組んでい

るものでございます。参入を目指す経営者等を対象とした経営者コース、社内での技術

職を育成する技術者コース等、現在全４コースを運営しており、これまでに９００名を

超える人材を育成してまいりました。 

  四つ目の柱が、水素情報交流拠点の構築でございます。これは、ＮＥＤＯ様の方から

もご説明があったかと思いますが、今年の１１月に、国際水素燃料電池パートナーシッ

プの運営会議が開催されることになりました。ＮＥＤＯの橋本部長がＩＰＨＥの議長と

いうことで、議長国として初の国内開催となること、また、２０１３年末からの第二期

アクションプランを決定するという重要な会議が福岡で開催されるということで、私ど

ももこの国際会議を成功させるために、総力を挙げてしっかり取り組んでまいりたいと

考えております。 

  五つ目の最後の柱でございます。新産業を育成するということで、水素エネルギー製

品研究試験センターをご紹介します。水素環境下の中で使われる製品について、実ガス

で実験をしたい、試験をしたいという企業の強い要望に応える施設が国内にございませ
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んでした。カナダ等海外で試験を行っていたという実態がございます。最先端の製品開

発を行う中で、その技術が海外で検証されるということは、日本の成長においても非常

に問題であり、これも経済産業省のご支援を受けまして、平成２２年からこの製品試験

センターを運営しております。現在、２０１５年からの燃料電池自動車の市場投入を見

据えて年間の目標を大幅に超える試験発注を受けており、フル稼働の状況でございます。 

  最後に、直近の取組みとして、燃料電池自動車の普及促進の取組みをご紹介いたしま

す。２０１５年に燃料電池自動車を市場投入するということで、自動車メーカーあるい

はインフラ供給事業者の方々の共同宣言が出されております。私どもの地域におきまし

ては、燃料電池自動車の普及が一番に行えることを目指して、必要となるインフラの水

素ステーションの整備に力を入れていきます。また、何よりも県民の皆様を始めとする

理解促進活動に取り組んでいるところでございます。昨年１０月を中心に、この水素エ

ネルギー理解促進活動を行ってまいりました。トヨタ自動車九州さんが、環境省の事業

を利用しまして、ＦＣバス等の実証を行われております。こういった企業と連携しまし

て、昨年は延べ３０件、３千人以上の方々にご参加いただく大規模なイベントを行って

おります。私ども、研究開発からこういう市場開拓というところまで現在取り組んでお

りますけれども、目の前に燃料電池自動車の普及というものが見えてまいりましたので、

この事業のまさに剣ヶ峰と捉えまして、これからもしっかり取り組んでいく所存でござ

います。簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

 

中小水力発電導入促進事業について 

（塩川室長） 

  次に、県管理ダムにおける中小水力発電の導入に向けた取組み、及び建設中の五ケ山

ダムにおける水力発電の取組みについて、担当の河川課及び河川開発課からご紹介をさ

せていただきます。 

 

（松延課長） 

  福岡県河川課の松延でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  河川課からは、福岡県が管理している治水ダムにおける中小水力発電の検討について

ご説明いたします。その後、河川開発課から、建設中の五ケ山ダムにおける管理用発電

の検討についてご説明いたします。 

まず、表題に中小水力発電と書いておりますが、福岡県のダムは、他県に比べてそん

なに大きいダムがございません。実態としては、中小水力というのは小水力発電程度で

ございます。しかしながら、眠っているエネルギーを少しでも掘り起こそうと考えまし

て検討を行ったところでございます。 

それでは、まず、県管理ダムにおける可能性調査の概要をご説明いたします。 

河川課では、東日本大震災を契機としたエネルギー問題への関心の高まりを受け、未

利用エネルギーであるダムからの放流水に着目し、水力発電の可能性について昨年度か

ら検討を行ってまいりました。福岡県が管理している治水ダムは全部で１５ダムござい
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ます。この内、現在発電を行っている日向神ダム、南畑ダム、犬鳴ダム、この３ダムを

除いた１２ダムについて採算性の検討を行いました。 

まず近年１０ヶ年の放流量や貯水位などのデータを収集して、その整理を行いました。 

その後、発電施設を設置する用地があるかどうか、発電放流管のルート上に支障にな

るものはないか、工事用道路の確保ができるかどうか等について現地調査を行い、配置

計画を立てました。 

配置計画の主な内容は、ダムの既設放流管から、新たに発電放流管を分岐させ、発電

による減水区間が発生しないように、また落差を最大限活用できるような位置に発電施

設を設置する計画としています。 

続きまして、発電量の計算を行っております。発電量は、流量、有効落差、水車など

の効率から決まります。流量は、先程ご説明しましたように、近年１０年分の放流量を

用いました。有効落差は、ダムの実績貯水位から放流先の水位を差し引き、放流管の摩

擦損失水頭を考慮して算出しております。効率は、水車効率、変落差効率、発電機効率

を考慮いたしまして合成効率として与えております。なお、水車の型式は、使用水量や

落差の変動を考慮し、最も一般的なフランシス水車を検討対象としております。 

発電施設の最適規模については、何ケースか最大使用水量を仮定して、１ｋＷ当たり

の建設単価が最も安価になるものを選択しております。 

また、採算性の検討にあたっては、キャッシュフローにより評価を行っております。

支出は、イニシャルコストである発電施設の工事費とバックアロケーションと呼ばれる

ダム建設費の一部負担金を見込んでおります。またランニングコストとして、人件費、

修繕費、流水占用料などを見込んでいます。 

一方収入は、固定価格買取制度を活用し、発電した電力の全量売電により、収益額を

算出しております。 

これらを各ダムにおいて検討した結果、瑞梅寺ダム、藤波ダム、力丸ダム、陣屋ダム、

この４つのダムで採算性が見込める結果が得られております。具体的な結果を申します

と、例えば瑞梅寺ダムをご覧ください。瑞梅寺ダムで、最大出力が９９ｋＷ、年間発電

電力量が６６８ＭＷh となります。年間の売電収益額は２千３百万円となります。ラン

ニングコストを考慮しますと、１１年で初期投資額を回収することができ、２０年後の

累加収益は１億４千８百万円となりました。 

現在、この結果を踏まえ、ダムの共同事業者と水力発電の実施の可能性について協議

を行っているところでございます。  

 

五ケ山ダムの取組みについて 

（岡田課長） 

  県土整備部河川開発課長の岡田でございます。引き続き、現在建設中の五ケ山ダムに

おける発電の取組みについてご説明いたします。 

  まず、五ケ山ダムの概要でございます。五ケ山ダムは、福岡市の中心を流れる那珂川

の上流に建設しており、治水や利水、渇水対策の機能をもった多目的ダムです。完成し
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ますと、ダムの高さは１０２．５ｍ、総貯水容量は４，０２０万ｍ3 ということで、県

内で最大のダムとなります。 

事業の主体は福岡県で、利水者である福岡市、福岡地区水道企業団、春日那珂川水道

企業団などが共同事業者として事業費を負担していただいております。 

  五ケ山ダムにおける発電は、当初の計画には入っていませんでしたが、ダムが有する

水力エネルギーを有効利用する観点から、ダムから大量に放流される水道用水とか河川

の維持用水などを利用した発電の可能性について、今回検討を行ったものでございます。 

  次に、現在の事業の進捗状況でございます。昨年の６月にダム本体の工事に着手して

おり、現在、ダムのコンクリート打設に向けて、基礎掘削を行ってございます。事業費

ベースの進捗率は、昨年度末で約６１％で、平成２９年度の完成を目指して工事を行っ

ているところでございます。 

次に、この五ケ山ダムで計画している水力発電の概要でございます。先程申しました

ように、完成すると県内最大の大きさになり、ダム高も県内で最も高く、非常に落差が

大きいという特色を活かして、放流水を利用した発電を行いますと、費用対効果が優れ

るという結果が出たということでございます。 

最大出力としては４２０ｋＷ程度、年間発電量としては２，４００ＭＷｈが見込め、

これは標準家庭の約７００世帯分に相当いたします。 

  この発生した電力については、主としてダムの管理に優先的に使いまして、余剰が出

た場合に売電するということで考えてございます。 

ダム管理に必要な電気を自ら発電することによりまして、省エネ節電効果が期待でき

るということと合わせて、災害時・停電時などの非常時におきましても安定した電源が

確保でき、防災力の向上が図れるという効果が期待できます。 

現在、事業の実施に向けまして共同事業者などの関係機関と協議を行っており、協議

が整い次第、必要な法手続を進めていくと考えてございます。 

  私の方からは以上でございます。 

 

（塩川室長） 

  以上で県の取組みについての説明を終わらせていただきます。 

 

（座長） 

ありがとうございました。現在の県の再生可能エネルギーの普及に向けた県の取組み

状況とあわせて、水素エネルギー戦略事業、中小水力発電導入促進事業、五ケ山ダムの

取組みについてご紹介いただきました。委員の皆様からご質問、ご意見、あるいはご助

言があればお願いします。 

 

＜質問・意見なし＞ 
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（７）【討議】再生可能エネルギーの普及に向けた地方の役割と具体的な取組み 

（座長） 

それでは、次第の６に移ります。今回の研究会のメインとなりますが、「再生可能エネ

ルギーの普及に向けた地方の役割と具体的な取組み」に関する検討を行ってまいりたい

と思います。 

まず、事務局において、ディスカッションペーパーを取りまとめておりますので、説

明をお願いします。 

 

（塩川室長） 

資料６をご覧ください。 

「再生可能エネルギーの普及促進」に関する検討を行うための基礎資料として、事務局

において「検討テーマに係る課題」、「福岡県の現状」及び「県・政府における主な取組

み」を整理しております。  

まず、今回の検討テーマですが、今回は『再生可能エネルギーの普及を促進するため

に地方が担うべき役割と具体的な取組み』について検討をお願いしております。 

この検討テーマに係る課題ですが、①安定・安価で、環境に優しいエネルギー供給の

確保を図っていく上で、再生可能エネルギーにどのような役割を担わせるべきか。②再

生可能エネルギーのうち、特に普及を図るべき有望な再生可能エネルギーは何か。③再

生可能エネルギー固定価格買取制度の施行により、ビジネスとして普及の進む再生可能

エネルギーについて、産業振興の視点からどのように考えるべきか 

の３つを想定しております。  

また「２．福岡県の現状」ですが、こちらにつきましては、資料５－１で、先程事務

局からご説明させていただいております。 

一点だけ補足事項ですが、一定規模以上の再生可能エネルギーを導入する場合、環境

影響評価法及び福岡県環境影響評価条例に基づき、環境アセスメントが必要とされてお

ります。従来、本制度の対象は、水力発電所及び地熱発電所のみとされていましたが、

低周波音問題やバードストライク問題などもあり、風力発電所についてもその対象に追

加されております。 

具体的には、環境影響評価法においては７千５百ｋＷ以上の風力発電所を環境アセス

メントの対象としており、また、本年１０月以降、県環境影響評価条例においては５千

ｋＷ以上の風力発電所を環境アセスメントの対象とすることを予定しております。 

次に「３．再生可能エネルギー普及への県・政府の支援等」についてご説明させてい

ただきます。こちらには、再生可能エネルギー普及の取組みに対する、平成２５年度予

算での支援状況を取りまとめております。説明は割愛させていただきます。 

以上、ディスカッションペーパーの内容を説明させていただきました。 

よろしくお願いします。 
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（座長） 

ありがとうございました。それでは、これまでの講演・事務局説明などを踏まえ、「再

生可能エネルギーの普及に向けた地方の役割と具体的な取組み」について、委員からの

ご意見をお願いしたいと思います。 

いくつかの論点は、講演や質疑の中で出てきたところですが、福岡として、地域とし

て、再生可能エネルギーの普及に向けた具体的な取組みについて、議論してまいります。 

 

（委員）  

  ディスカッションペーパーについて、検討テーマの課題の２番目「再生可能エネルギ

ーのうち何が有望か」とあります。 

先ほど説明があった資料５－１の１０ページ「再生可能エネルギー導入促進事業」の

中で、太陽光・風力・バイオマス・水力・地熱・潮力など、全ての項目が同じカテゴリ

ーでないにも関わらず、可能性調査の補助金は一律５００万円、設備導入補助について

も一律上限１億円となっています。 

実際は、カテゴリーごとに温度差があり、調査するにしても、太陽光のように短時間

で済むものもあれば、水力のように時間がかかるものある。 

  すべての項目が一律ではなくて、何らかの濃淡をつけた形にしなければ、太陽光以外

の再生可能エネルギーの普及が進みにくいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

 

（塩川室長） 

   ご指摘の点は確かにあるかと思います。平成２４年度から補助制度事業に取り組んで

おり、市町村等に公募をかけておりますが、内容に偏りがございます。 

   その中で、導入可能性調査につきましては、バイオマスとか、小水力のような地域資

源を活用する事業がかなり出てきております。 

   このような案件の調査、あるいは設備導入を図る上で、もう少しきめ細かく限度額な

どの条件を考える必要もあるかと思っています。 

 

（委員）  

   再生可能エネルギー導入の前提として、従来型の電力やガスを供給するユニバーサル

サービスの中で導入を考えていくのか、それとも新しい社会的な仕組みの中で進めてい

くのかによって、導入の困難さなどがかなり変わってくると思います。 

従来型の事業者さん側に寄っかかるような形の中では、本日ご指摘があるような色ん

な問題がある。それらを地域として担っていきながらうまく解決していくにはどうすれ

ばよいかということだと思います。 

北九州市では、エネルギーの考え方としては、プロシューマー（生産消費者）という

言葉を使っています。自分たちは生産者であり、単なる消費者ではない、一定の責任を

持つということです。例えば、再生可能エネルギーの特性を理解して、社会形態や事業

形態そのものが、それに合わせるというのも可能だろうと思います。 
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   また、プロデューサー（生産者）である限り、一定の責任をもって、再生可能エネル

ギーが抱えている問題の解決にあたっていく。例えば電圧変動に問題に対しては、地域

において蓄電やエネルギーマネジメントで再生可能エネルギーの変動を吸収し、系統に

与える影響を抑えていく努力をやっていけば、再生可能エネルギー導入のキャパシティ

を広げていくこと可能性があるのかと思います。 

   このような考え方、再生可能エネルギー導入の前提について教えてください。 

 

（座長） 

   古川理事長の話の中でも、社会の仕組みを創るという話がありました。単なる研究開

発、現在の形の導入支援だけではどこかで障害が出てくるので、もう少し手を伸ばし、

社会の仕組みを創るということに言及されていました。 

色々試行錯誤をしていきながらという面もあると思いますが、今まで県で取り組まれ

ている中でもう少し織り込まないといけないことなどがあれば、もしくはもう少し宿題

とするか、事務局の方から説明ください。 

 

（塩川室長） 

   ご指摘の通り、県で取り組んでいる内容は従来の延長線上であり、○○委員からのご

指摘は非常に重要と考えております。 

今後の宿題させていただき、県においてどのような具体的な取組みをやっていくか本

研究会においてご意見をいただきながら、検討させていただきたいと思います。 

 

（委員）  

 再生可能エネルギーの導入について、九経連のヒアリングでは、例えば農業分野にお

ける取組みの相談があります。ハウス栽培を始めようとするときに、福岡の冬は寒く、

石油ボイラーで暖房を賄おうとすると何百万円もかかると。その替わりとして再生可能

エネルギーの導入を行いたいが、費用が足りないと。 

新しい農業を促進させるためにも、売電や再生可能エネルギーの導入量を増やすとい

う観点だけではなく、農業のような他の部署と連携した上で、何か支援ができないかと

思いますがいかがでしょうか。 

  

（塩川室長） 

   今回の県の取組みの説明ではご紹介しておりませんでしたが、農林水産部におけるモ

デル事業として、木質チップボイラーと既存の重油暖房機を併用してハウスの温度管理

をするシステムの実証実験に取り組んでおりますので、付け加えさせていただきます。 

 

（座長） 

   このポイントは大切だと思います。アメリカでも、バイオは農業政策とエネルギー政

策の間で行われていますし、県内にいろんな産業があるわけですから、エネルギー担当
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の部署だけではなく、全庁的な取組みもご紹介いただけたらと思います。 

 

（委員）  

   ディスカッションペーパーについて、検討テーマの課題の３番目に「ビジネスとして

普及の進む再生可能エネルギー」とありますが、ＦＩＴ制度の導入もあって、○○委員

の話にあったような地域の活性化にも資するいろんな取組みが出てくると思います。 

しかし、既存の支援制度では自治体と組んでの取組みに特化しているようなので、県

内の事業者からいろんなアイディアが出てくるように、再生可能エネルギーや、従来の

エネファームなどのコジェネも含めて、県独自の支援策を考えてはいかがでしょうか。 

   おそらくこのような話では、銀行の資金調達については採算性を重視するのでやりに

くい。国の制度だと競争率が高くなりますのでまた難しい面がある。 

県の方で、融資などの支援制度を新たに考えていただければ、それが呼び水になって、

再生可能エネルギーの産業振興に弾みがつくのではないかと思います。 

 

（座長） 

 ありがとうございました。先ほどの○○委員からもご指摘がありましたが、住宅用ソ

ーラーを除くと、再生可能エネルギーの導入は型にはまって定型的ということではなく

て、資源の賦存状況であったり、土地の制約であったり、いろんな面で手作りの部分が

あるのも事実です。 

だからこそ、フリーＦＳのような導入についての調査費が用意されているのでしょう

が、調査をした結果、資源としては収益性があるけれども、なんらかの制約により、ス

ムーズに資金を得られないことがある。誰かがもう少し手を伸ばさないケースも案件に

よっては出てくる。導入が進むにつれて、その次につなげるための知恵、仕掛け、フォ

ローアップをしなければならない。 

導入の初期段階においては、条件が整っている案件から進んでいくのでしょうが、次

の段階へ進めていこうとすると、クリエイティブかつ積極的な手立てが必要なのではな

いかと思います。政策が型にはまりすぎて、良い案件が動かないことが無いようにして

いくことも大切だと思います。 

 

（委員）  

   当社ではガス事業を行っていますが、再生可能エネルギーとしては、太陽光発電に取

組んでおり、長崎工場、北九州工場、大牟田工場の遊休地に設置しています。工場なの

で、送電線が既に設置されているという利点があります。 

   もう一つ大事なのは、工場地域なので、メンテナンスをやりやすいこと。また、買取

制度による採算性の向上が太陽光発電事業に取組んだ大きな要因です。 

   工業団地のようなところでも導入が進んでいますが、これからどういった仕掛けをし

ていくかが難しいと考えています。事業者しては、土地や設置業者の情報が行きわたれ

ば、いろんな組み合わせが出てきて、さらに導入が進む可能性があるのではないかと思
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います。 

 

（座長） 

   エネルギー供給で大変知見のあるＪ－ＰＯＷＥＲの○○委員いかがでしょうか。 

 

（委員）  

   当社では、太陽光については事業の中心に据えてはいませんが、現在の急速に伸びて

いる中、県で行っている土地仲介の取組みは非常にありがたい制度ではないかと思いま

す。もし、仮に我々が事業参入するとしても、土地の情報をもっていないと参入に支障

をきたすと思いますので、そういう視点で他の再生可能エネルギーについてもご支援賜

れればいいなと思っています。  

個人的には、今のところ風力発電の普及が進んでいるのはほぼ陸上ですが、洋上に広

がっていく段階において、海上周辺の情報を県などに仲介していただければいいなと思

います。また、再生可能エネルギーのうち特に普及を図るべきものについて、太陽光発

電についてはかなり普及が進んでいますので、このままでいいのかなと思います。福岡

県という場所では、地熱はあまり現実的ではないと思いますが、例えば、人口が多いの

でバイオマス、海もありますので海洋エネルギーなどについて、ご支援賜れればいいな

と思います。 

技術開発については、国なりＮＥＤＯさんから支援を賜っているところですが、どう

いったところにバイオマス資源が存在するかなど、既にＮＥＤＯさんでもやられている

と思いますが、もう少しきめ細かに教えていただけると、検討精度が上がって、事業化

により結びついていくのかなと思いますので、これからもご支援賜れればと思います。 

 

（座長） 

   ありがとうございました。 

本日議論してきたように、地方における研究開発資源の活用、実際のエネルギー資源

の賦存状況、事業開発といった、再生可能エネルギーの普及促進に必要ないくつかの段

階があります。 福岡県では、研究開発の面でたいへんな人的資源がありますが、それ

ぞれの段階において、県としての、地方としての役割があろうかと思います。 

   議論をさらに深めたいところですが、既に予定の時間をオーバーしております。あと

おひとりだけ発言をいただいて、今日の議論を終わりにしたいと思います。 

  

（委員）  

   地熱とか風力とかについては、県内でほとんど適地が無いということですが、関連会

社は県内にそこそこありますよね。そのようなノウハウを持っている企業を対象とした

振興策について、県としてお考えでしょうか 
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（塩川室長） 

   今のところはまだ検討中でございますが、一つには、先ほど○○委員からご紹介があ

りました九州地域戦略会議における「再生可能エネルギーの産業化に向けた検討委員会」 

に参加をしながら、福岡県としてやれることを考えている状況でございます。 

 

（８）その他 

（座長） 

それでは、以上をもちまして、本日の研究会を終了します。議事進行にご協力をいた

だきありがとうございました。なお、本日の総括コメントについては、時間もございま

せんので、事務局で用意している取りまとめのペーパーをもって、発言に代えさせて頂

きたいと思います。では、事務局にお返しします。 

 

（塩川室長） 

日下座長ありがとうございました。また委員の皆様におかれましても、大変熱心にご

討議いただきありがとうございました。 

本日の委員の皆様のご議論につきましては、事務局で整理を行い、今後の提言や報告

等に反映させていただきます。 

もし、時間の都合で本日議論できなかったことがございましたら、事務へご連絡いた

だければ幸いです。 

また、次回の研究会では、「コジェネなど分散型電源の普及に向けた地方の役割と普及

促進策」について議論をお願いしたいと考えております。 

次回の研究会につきましては、１０月上旬の開催を予定しております。 

詳細につきましては、事務局から別途ご連絡させていただきますので、よろしくお願

いします。 

本日は誠にありがとうございました。 


